
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と

土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て

丹
後
国
加
悦
谷
縮
緬
機
業
地
帯
に
お
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
杉
本
利
右
衛
門
家
の
文
書
を
中
心
と
し
て

足
　
　
立

政
　
　
男

一
、

二
、

三
、　

ｅ
　
白

　
白

　
同

　
回

　
榊

　
向

は
　
し
　
が
　
き

加
悦
谷
機
業
地
帯
の
経
済
事
情

糸
・
縮
緬
問
屋
の
庶
民
貸
と
土
地
集
中
形
態

．
利
貸
に
よ
る
機
屋
支
配
の
確
立

利
貸
に
よ
る
糸
・
縮
緬
仲
買
人
の
支
配

利
貸
に
よ
る
農
民
支
配
の
確
立
と
土
地
集
中

利
貸
に
よ
る
一
般
職
商
人
の
支
配

質
奉
公
に
よ
る
支
配

頼
母
子
講
に
よ
る
利
貸
支
配

近
郷
に
お
け
る
村
貸

近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
星
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）

二
九
　
（
四
六
一
）



立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）

　
　
　
四
、
御
用
聞
商
人
・
扶
持
商
人
と
し
て
の
藩
貸

　
　
　
Ｈ
　
調
達
銀
と
し
て
の
藩
貸

　
　
　
臼
　
御
頼
銀
の
上
納

　
　
　
ｅ
　
講
銀
に
よ
る
藩
貸

　
　
　
五
、
む
　
　
す
　
　
び

三
〇
　
（
四
六
二
）

　
　
　
一
、
は
　
し
　
が
　
き

　
商
人
の
発
生
が
中
世
の
特
質
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
近
世
に
お
い
て
は
こ
の
商
人
が
商
業
・
高
利
貸
資
本
家
と
し
て
大
勢
力
を
も

っ
て
存
在
す
る
に
至
り
、
反
封
建
的
な
成
長
を
示
す
に
至
っ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
お
よ
そ
近
世
の
商
人
は
、
商
業
に
対
す
る
種
々
の
抑
制
、
或
は
身
分
的
に
最
も
賎
し
と
さ
れ
た
政
策
・
制
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
近

世
を
通
じ
て
有
力
な
勢
力
に
成
長
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
蓄
積
さ
れ
た
商
業
資
本
は
、
ま
た
田
畑
の
兼
併
と
か
新
田

開
発
に
投
資
さ
れ
、
或
は
大
名
貸
付
、
或
は
庶
民
に
対
す
る
高
利
貸
付
の
資
金
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
さ

ら
に
利
貸
資
本
の
蓄
積
を
重
ね
、
或
は
問
屋
制
家
内
工
業
な
ど
の
、
産
業
資
本
と
し
て
投
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
資

本
の
蓄
積
は
ま
す
ま
す
増
大
し
、
次
代
へ
の
用
意
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
巨
富
を
積
ん
だ
も
の
が
封
建
勢
力
た
る
大
名
の

財
政
に
食
い
込
み
、
こ
れ
を
押
え
て
渡
落
を
は
や
め
っ
っ
、
自
ら
は
富
み
、
同
時
に
農
村
の
貨
幣
経
済
の
浸
透
に
便
乗
、
侵
入
し
て

こ
れ
を
支
配
し
、
封
建
農
村
の
分
解
を
促
す
と
い
っ
た
姿
を
現
出
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
近
世
に
お
い
て
土
地
・
農
民
を
基
礎
と
す
る
封
建
領
主
が
、
貨
幣
経
済
の
発
展
に
よ
る
財
政
の
破
綻
を
弥
縫
せ
ん
と
し

て
貞
租
収
入
の
増
加
を
は
か
る
の
は
当
然
で
お
る
、
し
か
し
て
こ
れ
を
農
民
の
側
か
ら
い
う
な
ら
ぼ
負
担
の
加
重
以
外
の
何
も
の
で



も
な
か
っ
た
。
婁
言
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
自
体
が
貨
幣
経
済
の
渦
中
に
入
っ
て
変
質
窮
乏
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
農
村
経
済
は
、
同

じ
く
貨
幣
経
済
の
渦
中
に
入
っ
て
破
綻
を
示
し
た
領
主
経
済
の
補
充
の
た
め
に
過
重
な
負
担
を
も
つ
に
至
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
二
重
の
影
響
を
う
げ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
農
村
に
お
け
る
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
領
主
側
の
訣
求
強
化
、
さ
ら
に
時
を
選
ば
す
幾
度
と
な
く
襲
来
す
る
飢
饅
等
に
よ
り
、

農
民
の
窮
乏
化
が
深
ま
る
と
き
、
必
然
的
に
高
利
貸
資
本
の
農
村
浸
透
が
急
速
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
農
民
層
の
分
化
の
現

象
が
必
然
的
に
、
進
捗
す
る
の
で
あ
っ
て
、
窮
乏
農
民
の
土
地
喪
失
・
小
作
人
化
と
と
も
に
、
富
裕
汰
る
も
の
の
土
地
兼
併
、
寄
生
的

地
主
の
発
展
と
い
う
結
果
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
武
家
支
配
臥
に
お
い
て
も
貢
租
の
加
重
訣
求
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
財
政
が
賄
い
切
れ
ず
、
窮
乏
と
破
綻
を
来
た
し
、
遂
に

貨
幣
資
本
を
も
っ
、
商
人
の
経
済
的
勢
力
の
前
に
屈
服
し
、
ひ
い
て
は
封
建
的
身
分
制
度
を
混
乱
す
る
結
果
を
招
い
た
。
封
建
杜
会

全
般
の
解
体
、
崩
壊
を
促
進
せ
し
め
る
姿
が
領
主
側
内
部
に
お
い
て
も
着
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
近
世
に
お
け
る
在
郷
商

人
の
も
っ
貨
幣
資
本
を
以
上
の
見
地
に
立
っ
て
把
握
す
る
場
合
の
一
実
例
と
し
て
、
同
時
に
・
丹
後
縮
緬
機
業
発
展
の
実
情
を
具
体
的

に
把
握
す
る
た
め
に
、
丹
後
国
与
謝
郡
加
悦
町
に
お
け
る
近
世
の
糸
・
縮
緬
の
巨
商
た
り
し
杉
本
利
右
衛
門
家
の
利
貸
井
に
土
地
兼

併
形
態
を
と
り
あ
げ
た
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
論
文
の
資
料
は
殆
ん
ど
が
杉
本
誠
一
（
当
主
）
家
に
伝
わ
る
も
の
で
あ
り
、
研
究
に
お
た
っ
て
快
よ
く
拝
覧
の
便
宜
を
図
っ

て
下
さ
っ
た
杉
本
氏
に
対
し
、
さ
ら
に
研
究
の
御
援
助
を
賜
わ
っ
た
加
悦
町
明
石
の
吉
田
武
夫
氏
に
対
し
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
す

る
次
第
で
お
る
。

　
　
二
、
加
悦
谷
機
業
地
帯
の
経
済
事
情

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
っ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
（
四
六
一
一
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
（
四
六
四
）

　
近
世
に
お
げ
る
加
悦
谷
機
業
地
帯
の
経
済
事
情
を
端
的
に
知
ら
し
て
呉
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
明
和
八
辛
卯
五
月
調
製
「
機
方
要

　
（
１
）

用
控
」
に
次
の
一
節
あ
る
。

　
　
縮
緬
発
端
之
事

一
、
当
町
往
古
よ
り
機
屋
商
売
致
し
来
侯
処
先
年
宮
津
御
城
下
に
相
成
侯
節
、
殿
様
御
上
意
に
付
加
悦
、
後
野
両
村
よ
り
久
右
衛
門
、

治
左
衛
門
と
申
両
人
宮
津
江
引
越
罷
在
侯
、
夫
よ
り
宮
津
町
方
絹
織
弘
め
段
々
及
増
長
候
、
又
此
節
に
至
侯
而
ハ
当
所
近
辺
髪
か
し

こ
紬
小
節
杯
致
候
二
付
、
当
町
、
両
村
之
者
存
候
者
ハ
右
之
様
に
機
弘
ま
り
侯
而
ハ
、
売
先
不
捌
二
相
成
ル
事
を
思
ひ
何
成
共
珍
敷

物
思
ひ
付
、
家
業
之
助
に
致
度
存
念
銘
々
工
夫
致
侯
処
二
当
町
小
右
衛
門
と
申
老
縮
緬
習
之
た
め
京
都
西
陣
の
奉
公
に
参
り
、
共
節

後
野
六
左
衛
門
と
申
者
も
右
之
心
さ
し
有
之
候
二
付
京
都
商
に
上
り
侯
度
毎
に
小
右
衛
門
奉
公
致
候
家
へ
参
り
兼
々
申
合
候
、
共
後

小
右
衛
門
京
都
よ
り
罷
下
り
候
節
三
河
内
村
佐
丘
ハ
衛
と
申
者
も
西
陣
よ
り
帰
り
候
二
付
右
三
人
申
合
縮
緬
織
始
只
今
に
而
ハ
町
内
五

六
軒
も
機
弘
め
申
侯
、
縮
緬
根
元
之
由
来
如
件

　
享
保
十
三
戊
申
年

　
と
、
加
悦
谷
一
帯
に
縮
緬
機
業
の
伝
播
し
た
所
以
に
つ
い
て
、
「
当
町
往
古
よ
り
機
屋
商
売
致
し
来
候
処
」
「
右
之
様
に
機
弘
ま
り

候
而
ハ
、
売
先
不
捌
二
相
成
ル
事
を
思
ひ
何
成
共
珍
敷
物
思
ひ
付
、
家
業
之
助
に
も
致
度
存
念
銘
々
工
夫
致
候
処
」
、
加
悦
よ
り
手

米
屋
小
宥
衛
門
の
発
奮
を
見
、
三
河
内
村
佐
丘
ハ
衛
、
後
野
村
六
左
衛
門
等
の
熱
心
と
相
侯
っ
て
丹
後
縮
緬
が
創
業
さ
れ
た
と
述
べ
、

加
悦
谷
地
帯
に
縮
緬
機
業
が
創
業
さ
れ
た
の
は
加
悦
谷
住
民
の
経
済
生
活
の
行
き
詰
り
を
打
開
す
る
た
め
に
は
必
要
欠
く
可
か
ら
ざ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
又
寛
文
六
年
（
ニ
ハ
六
六
）
永
井
荷
征
の
検
地
延
高
に
対
す
る
陳
情
に
関
連
し
て

残
さ
れ
て
い
る
機
屋
文
書
に
よ
る
と
「
当
初
両
村
（
加
悦
・
後
野
）
の
儀
は
外
村
に
相
替
り
山
林
等
も
無
之
、
隣
村
の
界
は
綾
な
る



小
畔
を
界
と
し
て
近
郷
に
養
侯
問
農
業
等
も
難
相
灰
渡
世
難
澁
に
付
、
古
代
よ
り
絹
屋
並
に
精
好
、
納
杯
少
々
宛
家
業
に
致
し
罷
暮
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

ら
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
二
更
に
石
川
村
誌
に
よ
る
と
１
私
共
儀
、
当
村
百
姓
相
勤
罷
在
侯
処
、
作
高
斗
に
て
は
坂
続
難
仕
御
座
侯

に
付
、
為
助
力
先
年
、
．
一
り
縮
緬
機
少
々
宛
織
来
り
申
侯
」
と
あ
り
、
天
明
五
年
の
算
所
村
文
書
に
も
同
様
に
「
延
高
に
而
百
姓
困
窮
仕

候
に
付
、
耕
作
の
余
業
に
機
商
売
仕
、
助
力
を
以
て
御
年
貢
御
上
納
仕
来
り
百
姓
立
行
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
そ
の
経
済
生
活
は
裕
福

で
な
く
、
機
業
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
自
分
で
蚕
を
養
い
糸
を
繰
っ
て
い
る
わ
げ
で
な
く
、
織
り
上
げ
た
製
品
を

売
る
市
場
は
遠
い
。
と
す
れ
ば
、
か
か
る
地
域
に
起
り
得
る
機
業
は
最
初
か
ら
原
糸
の
供
給
者
　
　
糸
間
屋
と
製
品
の
販
売
担
当
者

可
．
．
１
縮
緬
間
屋
に
支
配
さ
れ
、
こ
の
二
人
の
主
人
に
従
属
す
る
い
わ
ゆ
る
間
屋
制
家
内
工
業
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
か
く
て
機
屋
は

「
乍
恐
右
仕
入
金
之
儀
、
新
糸
前
又
は
御
上
納
代
呂
物
代
銀
御
為
替
仕
相
立
候
時
分
は
、
人
々
大
方
仕
入
金
借
用
仕
候
。
其
金
も
始
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

借
り
敷
に
相
成
侯
も
の
も
多
分
御
座
候
。
」
と
あ
る
如
き
状
態
で
縮
緬
間
屋
よ
り
仕
入
金
の
融
資
を
う
げ
、
借
用
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
更
に
そ
の
経
済
生
活
の
窮
乏
を
訴
え
た
る
も
の
し
て
宝
暦
十
一
年
の
加
悦
谷
機
屋
行
司
か
ら
藩
庁
へ
の
願
書
に
「
然
る
処
後
野

村
と
申
地
面
狭
く
御
高
盛
に
而
者
未
々
口
過
難
仕
機
商
売
之
助
力
に
て
渡
世
来
り
申
候
。
殊
に
東
は
温
江
、
北
は
加
悦
、
南
は
金
屋
、

小
畔
を
堺
被
自
廻
侯
村
方
に
て
、
一
鍬
に
て
茂
切
開
き
申
事
一
向
成
不
申
、
其
上
山
林
無
御
座
候
得
者
田
畑
之
糞
等
迄
近
在
よ
り
買

調
へ
、
野
飼
の
牛
も
折
節
は
買
葉
を
与
へ
並
に
小
普
請
共
仕
侯
而
茂
以
手
前
買
調
へ
藁
等
に
至
迄
買
揃
中
事
に
御
略
候
得
者
、
憐
悠

を
以
て
機
商
売
梱
交
」
と
あ
り
更
に
「
外
村
は
水
呑
旦
履
過
之
者
迄
茂
薪
を
売
り
又
は
山
畑
に
て
雑
穀
を
坂
り
雪
中
を
凌
ぎ
中
す
心

当
仕
侯
得
共
、
加
悦
、
後
野
と
申
す
は
山
林
無
御
座
侯
故
、
小
昏
、
知
恥
迩
い
都
迩
い
鼻
紛
魚
紬
か
心
小
坐
小
い
箏
朴
め
朴
除
示
小
」

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
悦
谷
機
業
地
帯
の
住
民
の
経
済
生
活
は
決
し
て
余
裕
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の

で
あ
る
、
彼
等
は
縮
納
を
織
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雪
深
い
丹
後
に
お
げ
る
「
灰
色
－
一
の
最
も
苦
し
い
、
最
も
低
級
な
農
民
生
活
か
ら

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
植
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
（
四
六
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
（
四
六
六
）

脱
出
せ
ん
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
殊
に
算
所
村
で
は
承
応
三
年
（
ニ
ハ
五
四
）
に
「
逃
散
」
が
あ
っ
た
。
　
「
当
算
所
村
は
担
平
地
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

難
も
地
味
悪
敷
往
昔
よ
り
困
窮
村
に
。
て
承
応
三
申
午
年
て
ふ
さ
ん
い
た
し
村
中
人
民
不
残
立
除
き
申
侯
」
と
あ
る
如
く
、
訣
求
に
堪

え
か
ね
た
「
村
中
人
民
不
残
」
は
徒
党
を
組
ん
で
敢
て
そ
の
地
を
退
転
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
参
考
ま
で
に
昭
和
十
年
頃
の
加
悦

谷
の
山
林
面
積
を
も
っ
て
天
保
年
代
の
二
戸
当
り
面
積
を
推
定
す
れ
ぱ
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
保
十
二
年
　
　
　
　
　
二
戸
当
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
林
面
積
　
　
　
　
　
農
　
家
　
数
　
　
　
　
　
面
　
　
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
　
　
　
　
　
反

　
後
野
　
二
〇
・
四
一
　
一
七
六
　
一
．
一
一
八

　
加
悦
　
三
・
九
五
　
一
四
八
　
○
．
二
二
〇

　
加
院
奥
　
　
一
五
九
・
四
五
　
　
一
七
六
．
　
九
．
〇
一
八

　
算
所
　
三
・
五
五
　
八
○
　
○
．
四
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
保
七
年
）

　
ま
た
西
原
年
代
雑
誌
に
「
七
丙
申
年
、
五
月
二
十
一
目
頃
よ
り
雨
降
り
続
き
六
月
土
用
入
り
よ
り
米
高
値
銭
札
一
匁
に
米
七
合
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

相
成
り
候
、
其
の
米
無
之
貧
民
困
窮
餓
死
す
る
者
多
し
云
々
」
と
あ
り
、
幾
度
と
な
く
襲
い
来
る
凶
洪
の
大
惨
状
を
詳
細
に
記
載
し

て
お
り
、
近
世
に
お
げ
る
加
悦
谷
住
民
の
窮
乏
生
活
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
天
保
八
年
の
岩
屋
村
の
農
民
構
成
を
み
て
も

「
当
時
岩
屋
村
百
九
十
九
軒
三
十
九
組
の
集
合
体
に
て
百
姓
百
二
十
七
人
の
内
三
十
九
組
親
、
残
り
八
十
八
人
と
水
呑
六
十
八
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

と
が
組
子
、
外
に
村
三
役
人
四
名
に
て
都
合
百
九
十
九
人
に
て
村
中
脱
漏
な
し
」
と
あ
る
如
く
水
呑
層
が
村
民
の
三
分
の
一
強
の
比

率
を
占
め
て
お
り
、
近
世
封
建
農
村
の
解
体
に
頻
し
て
い
た
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
る
と
同
時
に
加
悦
谷
に
お
げ
る
他
の
村
々
の
農
民

分
解
の
進
行
実
態
を
推
測
し
得
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
経
済
事
情
下
に
ム
る
機
業
地
帯
に
、
原
料
糸
を
供
給
し
、
製
品
の
販
売
を
担

当
す
る
、
糸
．
縮
緬
問
屋
兼
営
の
富
商
が
出
現
し
、
そ
の
豊
富
な
る
商
業
・
高
利
貸
付
資
本
に
よ
っ
て
機
業
家
を
支
配
し
、
農
民
を



支
配
し
、
土
地
を
集
中
し
て
い
く
過
程
が
見
ら
れ
る
の
は
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

　
加
悦
町
字
加
悦
機
業
総
代
所
蔵

　
石
川
村
誌
　
四
一
〇
頁

　
天
明
五
年
機
屋
よ
り
「
御
尋
に
付
乍
恐
奉
申
上
口
上
党
」

　
加
悦
町
誌
　
九
四
頁

　
丹
後
岩
屋
村
誌
　
四
七
二
頁

　
「
同
村
誌
」
　
　
　
二
五
八
頁

三
、
糸
縮
緬
問
屋
の
庶
民
貸
と
土
地
集
中
形
態

Ｈ
　
利
貸
に
よ
る
機
屋
支
醍
の
確
立

　
周
知
の
よ
う
に
、
丹
後
縮
緬
機
業
は
ほ
と
ん
ど
創
始
と
同
時
に
１
機
屋
・
糸
間
屋
．
糸
仲
．
飛
脚
．
京
間
屋
の
組
織
に
よ
り
生
産
配
給
を

行
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
う
ち
機
屋
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
商
業
．
高
利
貸
付
資
本
家
は
産
地
間
屋
と
京
間
屋
で
あ
る

が
機
屋
を
直
接
支
配
す
る
に
至
っ
た
の
は
地
元
の
豊
富
な
商
業
資
本
、
利
貸
資
本
を
蓄
穣
し
た
糸
．
縮
緬
間
屋
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
本
論
文
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
産
地
に
お
け
る
糸
・
縮
緬
問
屋
の
機
屋
支
配
確
立
過
程
に
っ
い
て
論
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
徳
川
後
半
期
に
お
い
て
、
加
悦
谷
機
業
地
帯
に
１
お
げ
る
農
昂
の
階
級
分
化
は
か
な
り
進
ん
で
お
り
、
　
「
作
。
同
斗
り
に
て
は
百
姓
棚

続
難
仕
」
し
と
あ
る
如
く
、
貧
農
機
屋
が
糸
間
屋
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
支
配
過

程
の
実
例
を
あ
げ
る
と
お
よ
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
　
借
用
申
銀
子
事

一
、
銀
宅
貫
九
、
■
五
拾
目
　
　
　
　
金
三
拾
両

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
甲
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
（
四
六
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
、
、
六
　
（
四
六
へ
）

　
　
　
　
内

一
、
銀
九
百
七
拾
五
匁
　
亥
正
月
　
金
拾
五
両
　
渡
し

　
引
〆
改
九
百
七
拾
五
匁
　
　
　
加
利

右
之
銀
子
瞳
二
預
リ
申
侯
実
正
明
白
二
御
座
侯
然
ル
上
者
米
ル
丑
よ
り
卯
迄
三
ケ
年
吋
急
度
返
済
可
仕
侯
若
し
少
々
二
而
茂
不
足
仕
候
ヘ
バ
い
か
様
成

義
二
而
茂
被
為
仰
附
可
被
下
候
相
違
等
之
儀
御
座
侯
ハ
バ
加
判
者
籠
出
急
度
算
用
為
致
相
渡
し
可
申
侯
為
後
目
証
文
価
而
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
用
主

文
政
十
亥
正
月
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
悦
町
弥
七
郎
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
断
請
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
　
　
　
助
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
断
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
　
治
　
郎
＠

　
　
同
所

　
　
　
元
　
治
　
良
殿

　
右
は
機
屋
に
対
す
る
利
賞
で
あ
る
が
、
貧
困
な
牢
細
機
屋
に
飯
米
を
貸
付
げ
た
例
証
と
し
て
は
次
の
如
き
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
払
、
）

一
、
御
米
弐
俵

　
氏
銀
六
拾
匁
．
へ
分

右
之
通
燈
二
債
哨
仕
候
処
実
正
二
御
座
候
来
ル
寅
三
月
晦
日
限
リ
急
度
相
立
可
申
候
万
一
間
違
御
座
候
ハ
誇
人
急
度
相
立
さ
せ
可
仕
為
後
目
之
一
札
依

而
如
件

　
丈
政
ト
．
、
丑
ト
ニ
月
　
目



本
　
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
　
次
　
郎
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
話
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
　
　
　
八
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
　
合
　
申
＠

　
　
手
米
屋

　
　
　
元
　
治
　
郎
様

右
の
文
書
は
飯
米
を
一
人
の
機
匡
貸
付
げ
た
例
証
で
あ
る
が
、
更
に
多
く
の
萬
機
匿
米
を
融
通
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

米
八
拾
俵
を
二
十
二
名
に
融
通
し
て
い
る
事
実
が
発
見
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
　
証
文
一
札
之
事

一
・
米
　
三
俵
　
　
　
武
　
三
　
郎
＠
　
　
　
　
一
、
米
　
三
俵
　
　
　
利
　
兵
　
衛
＠

一
、
”
弐
俵
善
四
郎
、
一
、
州
三
俵
八
平
、

惣
米
高

　
　
〆
八
拾
俵
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貸
付
人
数
合
計
二
十
二
名
）

右
者
是
迄
炊
料
ぼ
か
り
の
米
買
調
候
節
二
手
間
損
有
之
難
渋
仕
候
付
右
之
述
岡
米
御
願
申
上
候
処
御
承
知
被
成
下
雌
有
存
奉
候
然
ル
上
未
銀
子
引
替
二

而
御
渡
可
被
下
候
勿
論
相
場
高
下
二
不
拘
人
別
之
内
少
し
も
不
算
仕
候
ハ
ハ
宅
丁
連
中
限
リ
致
割
符
付
元
利
共
早
速
御
勘
定
可
仕
候
為
後
目
之
託
文
依

而
如
件

　
弘
化
三
年
午
正
月
　
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
　
人
　
　
次
　
　
　
助
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
話
人
　
為
、
兀
郎
ゆ

　
　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
紬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
（
州
六
九
）



、

　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
（
四
七
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
兵
　
　
　
功
＠

　
　
下
組
町
主
手
米
屋
　
　
　
　
　
　
　
同
　
庄
八
＠

　
　
　
元
　
治
　
郎
殿

　
即
ち
二
十
二
名
の
零
細
機
屋
が
連
名
で
飯
米
の
予
約
を
手
米
屋
元
治
郎
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
絹
糸
．
縮
緬
商
た
る
手
米
屋
元

次
郎
が
、
そ
の
蓄
積
せ
る
財
力
に
よ
っ
て
い
か
に
町
内
の
多
く
の
貧
農
機
屋
を
支
配
し
て
い
た
か
、
又
如
何
な
る
過
程
で
支
配
が
行

わ
れ
た
か
が
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
機
屋
に
対
す
る
利
貸
の
同
収
を
機
屋
組
合
の
引
受
を
通
じ
て
行
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
更
に
又
貸
金
の
一
部
を
出
世
証
文
と

し
て
貸
与
し
、
機
屋
の
救
済
図
っ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
例
と
し
て
次
の
如
き
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
　
内
済
為
取
替
一
札
之
事

一
、
銀
九
百
八
拾
壱
匁
三
分
七
厘
　
　
　
　
借
用
銀
此
度
御
願
辻

　
　
内

　
　
　
百
　
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
親
類
よ
り
出
銀
今
立

　
　
　
弐
百
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
親
類
儀
八
よ
り
敦
調
達
当
時
立

　
　
　
三
拾
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
よ
り
当
時
立

　
　
外
二

　
　
　
弐
百
七
拾
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
来
丙
よ
り
丑
迄
五
ケ
年
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
紙
証
文
相
渡
ス

　
　
　
三
百
八
拾
壱
匁
三
分
七
厘
　
　
　
　
出
世
証
文
相
渡
す



右
篶
竃
入
御
訴
訟
被
申
上
候
所
下
済
可
仕
旨
被
仰
付
加
悦
奥
村
庄
星
善
兵
衛
殿
後
野
村
庄
星
長
丘
一
露
乃
霊
翼
拶
被
斗
右
之
蓼
済
被
成

下
恭
奉
存
候
為
後
目
之
済
侯
為
取
替
託
文
価
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算
所
村
本
人

文
政
七
年
申
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
右
衛
門
ゆ

前
書
之
通
及
事
済
候
処
相
違
無
之
侯
為
奥
書
価
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
村
庄
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
右
衛
門
＠

　
　
加
悦
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
元
　
　
　
治
殿

　
別
紙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
年
賦
証
文
之
事

一
・
銀
弐
百
七
拾
匁
　
　
琴
酢
宗
婁
宍
露
、
冥
牢
嚢
跡
雰
象
霊
掌
変
露
い
小
震

　
　
外
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

一
・
銀
三
百
八
拾
壱
匁
三
分
七
厘
一
私
出
世
仕
候
ハ
バ
其
節
元
銀
御
返
済
可
申
候

右
者
此
度
御
挨
拶
驚
下
右
之
通
翼
引
被
成
下
黍
存
候
然
一
上
一
年
賦
約
東
之
籍
立
可
申
侯
万
一
本
人
差
滞
候
一
一
組
合
引
受
組
合
よ
り
急
度

相
渡
可
申
候
為
後
目
之
組
合
連
判
い
た
し
相
渡
置
申
候
価
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算
所
村
本
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
右
衛
門
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
組
合
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
　
　
　
助
＠

　
　
　
蕃
に
お
け
る
丹
後
縮
繍
産
地
問
屋
の
利
貸
主
一
地
集
中
蓬
に
つ
い
て
一
足
立
一
　
　
　
三
九
一
四
七
一
一



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
．
第
四
晋
）
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
（
四
七
二
）

　
　
加
悦
町

　
　
　
元
　
　
　
治
殿

　
（
１
）
　
加
悦
町
加
悦
杉
本
誠
一
氏
蔵

　
（
２
）
　
同
　
右

　
（
３
）
同
　
右

　
（
４
）
同
　
右

ｅ
　
利
貸
に
よ
る
糸
・
縮
緬
仲
買
人
の
支
配

　
こ
こ
に
糸
．
縮
緬
伸
買
人
と
い
う
の
は
機
屋
と
糸
問
屋
、
機
屋
と
縮
緬
問
屋
に
あ
っ
て
生
糸
及
び
縮
緬
の
購
入
と
販
売
の
仲
介
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
慶
応
二
年
の
「
糸
中
買
手
先
人
別
控
」
に
よ
る
と
加
悦
谷
後
野
組
に
お
け
る
糸
仲
買
人
は
几
そ
次
の

如
く
で
あ
る
。

　
後
野
組加

悦
町

加
悦
奥

算
所
村

三
河
内
村

明
石
村

右
五
ケ
村

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
手
前
支
配

後
野
村

　
　
　
　
　
十
七
人

　
　
　
　
　
　
五
人

　
　
　
　
　
　
五
人

　
　
　
　
　
　
六
人

　
　
　
　
　
　
四
人

　
　
　
　
三
拾
七
人

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、

（
手
米
屋
元
治
郎
）

　
　
　
　
　
拾
－
人

●



温
江
村

金
谷
村

与
謝
村

右
四
ケ
村

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
後
野
佐
重
郎
支
配

　
四
人

　
弐
人

　
四
人

二
十
五
人

　
　
雲
原
村
　
　
　
　
　
拾
三
人

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
右
壱
ケ
村
　
雲
原
源
右
衛
門
支
配

　
　
河
守
町
　
　
　
　
　
二
十
六
人

　
　
関
　
　
村
　
　
　
　
　
　
　
三
人

　
　
天
田
内
村
　
　
　
　
　
　
　
　
拾
三
人

　
　
二
俣
村
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
人

　
　
内
宮
村
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
人

　
　
目
藤
村
　
　
　
　
　
　
　
　
三
人

　
　
右
六
ケ
村

　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、

　
　
　
関
村
儀
兵
衛
支
配

　
．
惣
〆
拾
六
ケ
村
　
　
人
数
百
弐
拾
弐
人

　
右
に
あ
げ
た
如
く
後
野
組
だ
げ
で
百
二
十
二
名
の
糸
伸
買
人
と
四
名
の
行
事
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
手
米
屋
元
治
郎
は
加

悦
町
、
加
悦
奥
、
算
所
村
、
三
河
内
村
明
石
村
合
計
五
ヶ
町
村
、
三
拾
七
名
の
糸
仲
買
人
の
行
事
役
と
し
て
こ
れ
を
支
配
し
て
い
る

こ
と
、
か
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
つ

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
（
四
七
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
（
四
七
四
）

　
し
か
ら
ぼ
彼
が
こ
れ
ら
糸
仲
買
人
を
如
何
に
し
て
支
配
す
る
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
に
、
全
く
彼
の
豊
富
な
商
業

資
本
と
利
貸
資
本
に
よ
っ
て
糸
仲
買
仲
問
を
制
圧
し
た
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
例
証
一
」

　
　
　
（
２
）

　
　
　
覚

一
、
糸
目
〆
五
頁
九
百
三
拾
壱
匁

　
　
此
銀
拾
壱
頁
五
百
六
拾
五
匁
四
分
也
　
　
　
　
七
月
廿
八
日
元

右
者
銀
子
瞳
二
借
用
仕
候
処
実
正
明
白
也
然
ル
上
ハ
九
月
十
五
目
限
リ
元
銀
利
共
此
手
形
を
以
っ
て
引
替
相
渡
し
可
申
候
為
念
価
而
如
件

　
　
丑
八
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
綿
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
兵
　
衛
＠

　
　
手
米
屋
利
右
衛
門
殿

「
例
証
二
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
　
借
用
申
銀
子
之
事

一
、
銀
弐
頁
三
拾
五
匁
四
分
　
　
　
　
　
　
　
　
組
糸
代
銀

　
　
此
質
物
　
山
林
壱
ケ
所

右
之
通
糸
代
銀
瞳
」
ｒ
借
用
仕
候
処
実
正
明
白
御
座
侯
然
ル
上
者
来
ル
四
月
晦
日
限
り
急
度
御
返
済
可
仕
侯
若
万
一
本
人
不
堵
之
節
ハ
請
人
罷
出
右
之
質

一
物
売
払
以
正
銀
御
勘
定
可
仕
候
為
後
目
一
札
依
而
如
件

　
慶
応
四
辰
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
人
　
但
馬
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
　
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
治
衛
　
組
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
野



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
人
但
馬
屋
新
次
郎
印
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
合
中
嶋
慢

　
右
に
あ
げ
た
１
例
証
一
」
は
生
糸
五
貫
九
百
三
拾
壱
匁
、
此
の
代
銀
拾
壱
貫
五
百
六
拾
五
匁
四
分
を
木
綿
屋
六
丘
ハ
衛
に
貸
付
た
も

の
で
あ
り
、
「
例
証
二
」
は
糸
代
銀
を
貸
付
げ
て
山
林
壱
ヶ
所
を
質
物
と
し
て
書
入
れ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
ご
に
彼
の
商
業
資

本
が
利
貸
資
本
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
活
躍
し
、
糸
仲
買
人
を
支
配
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
彼
の
利
貸
資
本
は
縮
緬
の
仲
買
人
を
も
支
配
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
例
証
と
し
て
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
例
証
一
」

　
　
　
（
４
）

　
　
　
覚

一
、
銀
拾
五
頁
八
百
五
拾
九
匁
弐
分

　
　
内
四
百
八
拾
五
匁
　
　
　
　
金
五
両
手
附
渡
し

　
引
〆
銀
拾
五
頁
三
百
七
拾
四
匁
弐
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
三
目
元

右
者
勘
四
郎
様
縮
緬
代
瞳
二
瞥
肝
出
俸
敵
卸
恥
卵
桝
下
除
御
当
家
へ
勘
定
可
仕
候
為
後
目
書
付
差
上
申
候
以
上

　
（
慶
応
三
年
）

　
　
丑
九
月
二
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弓
木
　
　
　
　
　
．
丹
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
屋
　
伸
　
　
蔵
　
会
表
伸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
弓
木

　
手
米
屋

　
　
利
右
衛
門
様

　
　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
星
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
（
四
七
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
吾
）

「
例
証
二
」

　
十
一
月
二
目
元

　
　
　
（
５
）

　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

一
、
銀
九
貫
百
九
拾
四
匁
五
分
也
　
　
但
し
縮
緬
代
銀
也
利
足
目
四
厘
定

右
之
通
燈
二
借
用
仕
侯
処
実
正
也
然
ル
上
者
当
十
五
目
限
リ
元
利
共
急
度
返
済
可
仕
侯
為
後
目
之
依
而
如
件

　
慶
応
元
年

　
　
丑
十
一
月
三
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
国
屋

四
四
　
（
四
七
六
）

伊
左
衛
門

　
丹
後

命
津
伊

　
雲
南

　
右
に
あ
げ
た
「
例
証
一
」
は
弓
木
村
の
縮
緬
伸
買
人
、
仲
蔵
に
対
す
る
融
資
で
あ
り
、
　
「
例
証
二
」
は
、
同
じ
く
縮
緬
仲
買
人
津

国
屋
伊
左
衛
門
に
対
す
る
売
掛
金
の
融
通
で
あ
る
。
か
か
る
融
資
の
事
例
は
無
数
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
利
殖
も
無
視
出

来
な
い
額
に
ー
上
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
又
か
か
る
糸
な
ら
び
に
縮
緬
の
取
引
上
に
か
け
る
彼
の
豊
富
な
商
業
資
本
は
、
彼
を
し

て
益
々
糸
・
縮
緬
業
界
に
お
げ
る
支
配
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
せ
し
め
る
結
果
を
招
来
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

加
悦
町
加
悦
杉
本
誠
一
氏
蔵
「
糸
中
買
手
先
人
別
控
」

同
　
前
　
「
党
」

同
　
前
　
　
「
借
用
申
銀
子
之
事
」

同
　
前
　
「
党
」

同
　
前
　
一
．
党
」

目
　
利
貨
に
よ
る
農
民
支
駝
の
確
立



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
丹
後
縮
緬
機
業
は
す
で
に
述
べ
た
如
く
「
作
高
斗
に
て
は
取
続
難
仕
御
座
侯
に
付
為
助
力
先
年
よ
り
絹
縮
緬
機
少
々
織
来
り
」
た

る
貧
農
の
「
農
閑
余
業
一
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
貢
租
の
重
圧
、
或
は
幾
度
と
な
く
襲
来
す
る
凶
洪
、
業
界
の
不
況
等
に
遭
遇
し
た
場

合
に
は
忽
ち
に
し
て
彼
等
の
経
済
生
活
は
危
険
に
頻
し
た
の
で
あ
る
、
そ
し
て
彼
等
は
、
溺
れ
る
も
の
は
藁
で
も
掴
む
彩
で
、
商
業

高
利
貸
資
本
の
支
配
下
に
走
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
今
、
手
米
屋
利
右
衛
門
が
近
郷
諸
村
の
農
民
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
過
程
を
見
る
に
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
例
証
一
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
　
銀
子
借
用
申
証
文
之
事

一
、
銀
弐
頁
弐
百
拾
匁
五
分
　
　
　
　
卯
十
二
月

　
　
同
壱
貫
弐
百
八
拾
九
匁
五
分
　
　
辰
三
月
十
七
目

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
右
之
質
物
高
九
斗
此
反
別
六
反
五
畝
歩

　
　
　
　
別
紙
に
え
ず
相
添
書
入
可
申
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

右
之
通
リ
銀
子
瞳
二
借
用
仕
候
去
卯
御
年
貢
二
上
納
仕
候
実
正
明
白
二
獅
座
候
　
然
ル
上
ハ
三
ケ
年
之
間
借
昭
仕
候
利
足
之
儀
ハ
暮
々
二
相
立
可
申
上

候
午
之
十
二
月
限
リ
ニ
元
利
共
御
勘
定
可
仕
候
若
万
々
一
相
滞
候
ハ
バ
右
質
物
受
人
方
江
引
取
正
銀
以
御
返
済
可
申
上
候
為
後
目
証
文
加
判
価
而
如
件

　
　
丈
政
三
年
辰
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後
与
佐
郡
温
江
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
階
　
主
　
　
庄
　
次
　
郎
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
右
衛
門
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
右
衛
門
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
　
四
　
郎
動

　
　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
（
四
七
ヒ
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
暑
）

前
書
之
通
り
相
違
無
御
座
侯
以
上

百
姓
代

組
　
頭

庄
　
屋

四
六
　
（
四
七
八
）

庄
左
衛
門
ゆ

藤
左
衛
門
＠

善
　
　
　
八
＠

　
同
国
同
郡
加
悦
町
手
米
星

　
　
　
元
　
次
　
郎
殿

　
但
馬
出
石
郡
中
山
村

　
　
　
六
　
　
　
平
殿

〔
例
証
一
一
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
　
借
用
証
文
之
事

一
・
歓
和
客
審
　
此
訳
航
確
瞥
鳩
蟹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
代
銀
八
貫
八
百
目
　
　
　
　
但
シ
　
利
足
壱
割
半
定
メ

右
者
当
己
年
古
来
露
桧
竺
琴
緊
享
豆
無
む
諭
へ
急
露
宗
露
器
緊
窓
処
以
御
慈
情
欝
屈
被
成
下
誠
二
難
有
仕
合
奉

存
侯
然
ル
上
者
米
代
銀
元
利
共
引
替
仕
相
場
高
下
不
拘
来
午
七
月
晦
日
迄
皆
済
可
仕
侯
若
し
壱
人
二
而
も
不
勘
定
之
者
有
之
候
共
連
中
よ
り
急
度
相
弁

少
々
も
御
心
配
相
掛
不
申
侯
為
後
目
拝
借
証
文
依
而
如
件

　
明
治
弐
巳
十
二
月
晦
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
町
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ノ
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次
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喜
右
衛
門
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
　
　
　
平
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
　
次
　
郎
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
　
兵
　
衛
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
右
衛
門
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
字
平
治
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
　
　
　
治
＠

前
書
之
遭
無
相
違
御
座
侯
不
勘
定
之
節
者
請
人
よ
り
御
勘
定
可
仕
侯
為
其
奥
印
仕
侯
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人
伊
兵
衛
蝸
今
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
断
喜
平
治
担
寿
圭

　
　
杉
本
元
治
郎
殿

　
　
尾
藤
庄
蔵
殿

〔
例
証
三
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
　
借
用
申
銀
之
事

一
、
銀
弐
百
弐
拾
弐
匁
也
　
　
　
　
但
シ
利
足
壱
歩
弐
定

右
者
当
箪
栗
容
頼
申
上
候
処
簑
替
被
下
瞳
一
借
用
仕
実
雷
白
一
御
震
然
ル
上
者
番
八
月
晦
目
元
利
と
も
無
間
違
御
返
済
可
仕
候
為
後

日
之
借
用
証
文
価
而
如
件

　
万
延
元
年
申
十
二
月
十
九
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滝
村
文
　
吉
ゆ

　
　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
婁
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
二
足
立
）
１
　
　
四
七
一
四
七
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学

　
手
米
屋

　
　
利
右
衛
門
様

〔
例
証
四
〕

　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
　
端
書
一
札
之
事

一
、
座
敷
壱
軒

　
　
此
附
物

襖間雨障畳敷雨雪風

戸戸子石石隠呂

口
之
間
折
戸

同
障
子

妻
　
　
戸

蘭
　
　
　
間

（
第
六
審
・
第
四
号
）

但
シ拾

壱
本

　
五
本

　
九
本

　
六
本

弐
拾
畳

　
一
切

数
七
本

　
一
切

　
壱
ツ

　
弐
本

　
弐
本

　
壱
本

　
弐
牧

八
畳
敷

六
畳
敷

四
畳
敷

壱
間

壱
間

壱
間

四
八
　
（
四
八
つ
）



　
　
〆

　
　
代
金
五
拾
七
両
也

右
之
通
売
渡
申
処
実
正
二
御
座
候
品
代
銀
随
二
請
取
申
候
尤
建
物
之
義
者
当
月
中
御
勝
手
次
第
二
御
引
取
可
被
下
候
為
後
目
価
而
如
件

　
丈
久
四
年
子
三
月
　
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
主
　
藤
兵
衛
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
断
　
　
八
　
　
蔵
圃

　
　
鍋
　
屋

　
　
　
治
　
　
　
助
様

　
　
手
米
屋

　
　
　
喜
　
平
　
治
様

　
右
に
引
用
し
た
「
例
証
一
」
は
年
貢
上
納
に
困
窮
し
た
農
民
に
田
圃
を
質
物
に
し
て
利
貸
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
利
貸
に
よ
る

土
地
集
中
と
農
民
支
配
の
過
程
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
例
証
二
」
は
、
　
「
古
来
稀
成
凶
作
二
付
来
年
農
耕
手
当
一
切
無
之
誠
二

必
死
困
窮
」
に
陥
入
っ
た
町
内
の
貧
農
達
に
囲
米
弐
拾
俵
を
利
息
年
一
割
半
で
貸
付
げ
た
も
の
で
、
誠
に
彼
は
そ
の
豊
富
な
る
財
力

で
も
っ
て
、
農
民
達
の
死
命
を
制
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
例
証
三
」
は
年
貢
米
を
立
替
え
て

い
る
場
合
の
例
で
あ
り
、
窮
迫
せ
る
農
民
の
経
済
生
活
の
奥
深
く
浸
透
し
て
い
く
彼
の
利
貸
資
本
と
、
そ
の
制
圧
下
に
立
た
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
て
い
く
農
民
の
具
体
的
な
姿
を
そ
こ
に
発
見
出
来
る
の
で
あ
る
。
　
「
例
証
四
」
は
彼
の
家
財
を
集
中
し
て
い
く
具
体
的
．

な
姿
を
摘
出
せ
る
も
の
で
浮
沈
の
激
し
い
機
業
地
帯
に
あ
っ
て
、
零
落
破
産
の
憂
目
に
遭
う
も
の
か
ら
、
そ
の
家
財
を
廉
価
に
集
中

し
、
益
々
富
豪
化
し
て
い
く
彼
の
姿
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
（
四
八
一
）
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命
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経
済
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（
第
六
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四
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一

　
　
　
　
　
　
　
　
１
１
．
ー
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
　
　
　
　
　
　
　
１
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
，
－
　
　
　
　
『

　
　
　
　
１
■
－
－
■
＼
丁
、

害
；
河
。
。
巽
ミ
帝
事
　
　
　
・
。
河
二
蒼
饒
法
蜆
詞



　
要
す
る
に
彼
は
家
業
た
る
糸
・
縮
緬
問
屋
に
お
い
て
蓄
積
し
た
る
豊
富
な
商
業
資
本
を
利
貸
資
本
へ
転
用
し
、
或
は
土
地
購
入
資

金
と
し
て
活
用
し
、
農
民
の
凶
洪
と
貢
租
の
訣
求
に
よ
る
経
済
的
破
綻
に
対
し
て
、
前
貸
或
は
利
貸
に
よ
る
土
地
低
当
、
或
は
質
地

に
よ
る
流
地
に
よ
っ
て
土
地
を
集
中
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
時
に
は
貨
幣
を
必
要
と
す
る
農
民
の
廉
価
な
る
売
却
地
を
購
入
集
穣

し
た
の
で
あ
る
。

　
今
杉
本
家
に
残
存
す
る
土
地
購
入
証
文
を
集
計
す
る
と
右
表
の
如
き
購
入
状
況
を
示
し
て
い
る
。

　
右
の
表
に
よ
っ
て
土
地
集
積
の
開
始
さ
れ
た
の
は
大
体
寛
政
年
代
で
明
治
維
新
ま
で
約
六
七
十
年
問
に
田
地
五
町
七
反
三
畝
十
七

歩
余
と
畑
地
三
反
四
畝
十
八
歩
余
、
屋
敷
三
反
五
畝
二
十
二
歩
、
山
林
七
ヶ
所
、
山
畑
二
ヶ
所
家
屋
六
軒
が
集
中
さ
れ
て
お
り
、
彼

の
家
業
に
お
げ
る
隆
盛
、
商
業
資
本
、
利
貸
資
本
が
如
何
に
近
郷
請
村
の
農
民
の
上
に
活
躍
し
、
こ
れ
を
制
圧
支
配
し
て
い
た
か
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
彼
が
此
の
問
に
土
地
購
入
に
投
じ
た
資
金
は
六
拾
弐
貫
四
百
七
拾
五
匁
の
巨
額
に
上
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

石
川
村
「
村
誌
」
四
一
〇
頁

加
悦
町
加
悦
杉
本
誠
一
氏
蔵
「
銀
子
借
用
申
証
文
之
事
」

同
前
「
借
用
証
文
之
事
」

同
前
「
借
用
申
銀
之
事
」

同
前
「
端
書
一
札
之
事
」

四
　
利
貨
に
よ
る
一
般
職
商
人
の
支
配

　
利
貨
に
１
よ
っ
て
、
機
屋
、
糸
・
締
緬
屋
、
農
民
達
を
遂
次
捌
圧
、
支
配
し
て
い
っ
た
過
程
に
っ
い
て
は
す
で
に
述
べ
て
来
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
彼
の
蓄
秩
さ
れ
た
豊
宙
な
商
業
∴
＾
利
貨
本
は
更
に
近
郷
の
一
般
職
商
人
の
経
済
生
活
に
も
没
透
し
て
い
っ
た
の
で

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
（
四
八
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亙
二
　
（
四
八
四
）

あ
る
。
次
に
そ
の
浸
透
と
支
配
の
過
程
を
示
唆
し
て
呉
れ
る
も
の
を
二
三
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
匂
Ｄ
　
油
商
人
に
対
す
る
貸
付

　
油
商
人
の
元
手
金
を
貸
付
げ
、
屋
敷
を
質
物
に
し
て
い
る
も
の
で
、
こ
こ
に
お
い
て
も
土
地
集
中
過
程
の
契
機
と
結
果
を
明
ら
か

に
な
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
借
用
申
銀
子
之
事

一
、
銀
百
五
拾
目
也
　
　
　
　
此
質
物
二
屠
屋
敷
但
シ
高
三
斗
五
升
九
含
六
勺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

右
之
通
鰭
二
借
用
仕
侯
所
実
正
也
然
ル
上
油
売
元
手
御
貸
被
下
添
仕
合
二
奉
存
候
年
弐
季
二
利
足
差
入
申
候
若
シ
万
一
不
勘
定
出
来
侯
節
ハ
右
書
入
質

物
請
人
方
へ
引
取
売
払
以
正
銀
返
済
可
仕
為
後
日
之
一
札
依
而
如
件

　
安
政
六
年
未
九
月
　
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
人
　
喜
右
衛
門
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
　
人
　
　
庄
　
　
　
八
＠

　
　
手
米
屋

　
　
利
右
衛
門
殿

　
¢
っ
　
瓦
屋
に
対
す
る
貸
付

　
瓦
製
造
業
者
に
貸
付
げ
た
場
合
の
例
で
あ
る
。
加
悦
谷
は
丹
後
に
お
げ
る
瓦
焼
製
造
の
本
場
に
し
て
、
そ
の
原
料
た
る
良
質
の
粘

土
が
加
悦
町
．
桑
飼
村
か
ら
石
川
村
に
か
げ
て
豊
富
に
埋
蔵
さ
れ
て
お
り
、
特
に
明
石
瓦
は
良
質
と
高
級
を
も
っ
て
近
郷
に
そ
の
名

声
を
う
た
わ
れ
、
今
荷
伝
統
の
瓦
焼
く
煙
は
後
を
絶
た
ず
盛
に
生
産
を
続
け
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
例
証
は
そ
の
瓦
製
造
業
者
が

上
納
に
差
詰
り
、
瓦
製
造
株
と
家
壱
軒
、
焼
瓦
五
千
枚
を
質
物
に
し
て
利
貸
を
う
け
た
場
合
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
　
骨
用
申
銀
子
之
事

一
、
銀
壱
貫
百
四
拾
五
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

右
之
銀
子
憧
二
請
取
酉
之
御
上
納
二
相
立
申
候
実
正
明
白
二
御
座
候
此
質
物
と
し
て
、
家
壱
軒
、
同
か
ぶ
共
、
や
起
瓦
五
千
共
書
入
来
ル
戊
ノ
七
月
十

三
日
限
リ
元
利
共
急
度
御
返
済
可
仕
侯
若
し
少
シ
ニ
而
茂
不
足
仕
侯
ハ
バ
組
合
請
人
方
へ
引
取
無
相
違
御
算
用
可
仕
候
為
其
加
判
価
而
如
件

　
文
政
八
酉
年
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
債
　
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
藤
　
　
　
七
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
合
　
　
勝
　
五
　
郎
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人
　
　
嘉
　
　
七
＠

　
　
当
　
町

　
　
　
儀
　
　
　
八
殿

　
　
　
元
　
治
　
郎
殿

　
右
の
借
州
に
対
す
る
瓦
焼
組
合
の
保
証
が
あ
る
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
　
「
覚
」
「
一
札
之
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

一
、
銀
百
弐
拾
八
匁
八
分
宛
　
　
　
　
但
シ
瓦
藤
銭
二
付

右
之
通
り
丑
年
よ
り
申
年
迄
年
々
調
立
可
申
候
若
壱
ケ
年
二
而
茂
不
足
仕
り
候
ハ
パ
則
書
入
之
質
物
売
払
急
度
相
立
可
申
侯
為
後
日
価
而
如
件

　
　
拝

　
　
酉
年
半
年
之
分
　
一
、
銀
百
匁
之
割
内
　
六
拾
四
匁
四
分

　
　
頼
母
子
入
ル
定
メ
価
而
如
件

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
藁
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
、
一
　
（
四
八
五
）



　
立
命
館
経
済
学

文
政
十
二
丑

（
第
六
巻
・
第
四
号
）

組 　
五
四

　
合

勝
　
五

喜
兵
　
四

兵
　
太

（
四
八
六
）

郎
＠

助
＠

郎
＠

郎
＠

　
　
手
米
屋

　
　
　
元
　
治
　
郎
殿

　
の
　
商
業
資
本
の
融
資
貸
付

　
商
業
資
本
の
融
資
貸
付
を
行
っ
た
場
合
で
、
こ
こ
に
お
い
て
も
土
地
集
中
或
は
支
配
彩
態
の
確
立
が
な
さ
れ
た
過
程
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
　
証
文
一
札
事

一
、
上
田
高
壱
升
　
　
　
　
　
　
所
伝
兵
衛
屋
敷
之
内
　
預
ケ
ロ
壱
俵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
助
作
リ
預
ケ
ロ
弐
俵
八
升

一
、
中
田
高
弐
石
四
升
六
合
　
　
友
三
郎
作
リ
　
同
　
　
　
弐
俵
壱
斗
八
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
四
俵
弐
斗
六
升

右
者
弥
か
恥
ル
拾
掛
耐
虹
俸
恥
落
恥
愉
下
除
様
相
頼
侯
処
御
承
知
被
下
添
奉
存
候
然
ル
上
者
壱
歩
弐
之
利
足
ヲ
以
年
友
御
勘
定
可
仕
候
万
一
不
算
仕
候

節
右
書
入
之
田
地
請
人
方
引
取
売
払
正
銀
ヲ
以
急
度
御
算
用
可
仕
候
為
後
日
証
文
価
而
如
件

　
安
政
五
年
午
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算
所
村
　
借
主
　
　
利
　
　
　
助
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
村
　
請
人
　
　
重
　
　
　
助
ゆ



同
　
　
断

仙
　
　
　
助
＠

　
　
　
利
右
衛
門
殿

　
（
１
）
　
加
悦
町
加
悦
杉
本
誠
一
兎
蔵
「
借
用
申
銀
子
之
事
」

　
（
２
）
　
同
　
　
　
　
前
　
　
　
　
　
「
借
用
申
銀
子
之
事
」

　
（
３
）
　
同
　
　
　
　
前
　
　
　
　
　
．
「
覚
」
「
一
札
の
事
」

　
（
４
）
　
同
　
　
　
　
前
　
　
　
　
　
「
証
文
一
札
事
」

国
　
質
奉
公
に
よ
る
貸
付

　
更
に
蓄
積
さ
れ
た
商
業
・
高
利
貸
資
本
は
単
な
る
利
貸
彩
態
に
止
ま
ら
ず
、
所
謂
質
奉
公
と
乎
ぱ
れ
る
債
務
奴
隷
的
た
奉
公
人
を

「
家
内
労
働
」
に
吸
収
し
、
極
め
て
低
廉
な
賃
銀
の
上
に
寄
生
し
、
吸
著
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
　
　
所
謂
他
人
労
働
力
の
搾
取
と
収

奪
に
よ
っ
て
　
　
益
次
増
殖
し
て
行
っ
た
形
態
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
借
金
し
て
も
払
い
得
な
い
貧
民
達
は
、
田
畑
．
家
財

は
勿
論
の
こ
と
遂
に
は
人
身
売
買
的
彩
式
に
よ
っ
て
、
彼
の
巨
大
な
る
商
業
経
営
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て

幕
末
に
近
ず
く
に
、
従
っ
て
、
か
か
る
貧
窮
民
の
経
済
生
活
は
極
度
に
不
安
定
化
し
、
貧
富
の
懸
隔
は
益
カ
甚
だ
し
く
な
り
、
農
村
の

変
質
、
封
建
体
制
の
動
揺
が
漸
く
顕
著
化
し
、
封
建
制
杜
会
の
解
体
に
何
の
未
練
を
も
持
た
な
い
と
い
っ
た
農
民
心
理
、
否
む
し
ろ

封
建
杜
会
の
変
革
を
待
ち
こ
が
れ
る
と
い
っ
た
封
建
杜
会
の
末
期
的
心
理
状
態
が
醸
成
さ
れ
っ
っ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
質
奉
公
を
担

保
に
し
た
所
謂
債
務
奴
隷
的
な
貸
借
関
係
の
例
証
を
あ
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

〔
例
証
一
〕

　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
　
借
用
証
文
之
事

一
、
銭
弐
百
弐
拾
目
　
　
　
　
但
シ
無
利
足
之
定
メ
有
が
た
き
仕
合
存
奉
候

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
星
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
（
四
八
七
）



●

　
　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
（
四
八
八
）

右
之
通
燈
二
借
用
仕
侯
実
正
明
白
二
御
座
侯
此
引
当
二
私
妹
き
よ
申
仁
御
家
様
御
奉
公
為
致
急
度
御
返
納
可
仕
侯
料
緕
之
内
三
歩
壱
ハ
御
貸
可
被
下
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

残
里
三
歩
弐
御
返
納
可
仕
侯
右
借
用
相
済
候
共
無
年
限
礼
奉
公
為
致
可
申
候
若
叉
病
気
等
い
た
し
不
算
用
仕
侯
ハ
バ
判
形
之
も
の
罷
出
急
匿
堵
明
し
可

申
侯
請
人
加
判
価
而
如
件

　
嘉
永
二
年
十
二
月
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
　
主
　
　
仙
　
　
　
治
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
人
　
和
三
郎
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
断
　
　
庄
　
　
　
八
＠

　
　
　
手
米
屋
　
　
元
　
　
　
治
殿

〔
例
証
二
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
　
御
年
貢
借
用
証
文
之
事

一
、
御
年
貢
七
俵
壱
斗

　
　
　
内

　
　
　
　
　
壱
俵
　
　
　
　
組
合
請
合
大
晦
目
之
立

　
　
　
　
　
三
斗
　
　
　
　
来
ル
酉
正
月
附
立
物
売
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
五
俵
弐
斗
　
　
年
季
奉
公
勤
立

　
　
　
　
　
　
〆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

右
之
通
瞳
二
借
用
仕
侯
処
実
正
明
白
二
御
座
候
然
ル
上
ハ
来
酉
ノ
年
組
合
二
而
請
合
毎
月
廿
目
宛
前
書
之
通
リ
勤
立
可
仕
候
若
し
万
一
不
勤
仕
候
得
バ

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

本
人
二
加
六
わ
ら
ず
組
合
よ
り
以
正
銀
ヲ
御
算
用
可
仕
候
為
後
目
之
一
札
依
而
如
件

　
天
保
七
年
申
十
二
月
　
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
　
人
　
　
要
　
　
　
助



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
　
人
　
　
庄
　
多
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
仲
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
忠
　
二
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
庄
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
伝
　
　
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
若
右
衛
門

　
右
の
「
例
証
一
」
は
全
く
の
質
奉
公
で
借
金
の
担
保
で
あ
る
。
従
っ
て
期
間
も
な
げ
れ
ぱ
、
賃
銀
の
定
め
も
な
い
の
で
あ
る
。
借

主
仙
治
の
妹
き
よ
は
借
金
の
引
当
物
で
あ
る
。
借
金
の
返
済
が
な
け
れ
ば
無
期
限
で
し
か
も
無
給
で
奉
公
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

否
「
右
借
用
相
済
侯
共
無
年
限
礼
奉
公
為
致
可
申
候
」
と
あ
り
、
実
に
苛
酷
極
ま
る
質
奉
公
の
契
約
で
あ
り
、
如
何
に
彼
が
他
人
労

働
を
家
内
労
働
に
巧
妙
に
吸
収
し
た
か
が
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
「
例
証
二
」
は
年
貢
上
納
に
差
詰
っ
た
貧
農
機
屋
が
組
合
の
保
証
で
年
貢
米
七
俵
壱
斗
を
借
り
、
内
壱
俵
は
機
屋
組
合
が
支
払
い
、

三
斗
は
附
属
建
物
を
売
っ
て
支
払
い
、
残
額
五
俵
弐
斗
は
組
合
が
請
人
に
立
っ
て
「
毎
月
十
目
宛
前
書
之
通
勤
立
可
仕
候
」
と
い
っ

た
方
法
で
返
済
す
る
契
約
の
借
用
証
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
低
廉
な
他
人
労
働
を
如
何
に
し
て
自
己
の
商
業
経
営
の
中
に
収
奪

し
て
行
っ
た
か
、
そ
し
て
彼
の
商
業
資
本
も
利
貸
資
本
も
他
人
労
働
の
上
に
如
何
に
吸
着
寄
生
し
て
膨
脹
の
過
程
を
辿
っ
た
か
が
明

か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
庶
民
層
に
対
す
る
利
貸
支
配
の
実
情
を
究
明
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
今
残
存
貸
付
証
文
八
十
五
枚
を
集
計
し
、
そ
の
利
貸

状
況
を
見
る
と
お
よ
そ
次
表
の
如
く
で
あ
る
。
ま
ず
担
保
物
件
で
は
「
な
し
」
が
三
十
三
枚
あ
る
が
、
こ
れ
は
商
取
引
上
の
金
銭
を

利
賛
の
貸
付
証
文
に
書
き
改
め
た
故
で
あ
ろ
う
。
請
人
を
設
げ
た
の
が
十
五
枚
、
家
屋
敷
を
書
入
れ
た
の
が
十
五
枚
、
土
地
が
九
枚
、

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
（
四
八
九
）



立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
吾
）

五
八
（
四
九
〇
）

況状貸利るた見りよ文証付貸

計

■
累

応

－
慶

治元久

■
攻
…延ｒ政

’
芦永

－
金
－化

；
泓

保

１
■
天
－政

」
ド化文和享

一
政

一
寛

一
代

一
年

’

｝
ｏ

８３
、
グ
、

１
３６２１９

引
．

６１４１６０

プ
．

）文証け貸（数文証

９
５
３
１
６
２
１

　
１

１
５

３３３

１

１

１

１
２

２
　
　
　
　
　
　
４

、
ぺ

４
　
　
　
　
　
１
・
一

１
１
一
　
１
↓

１

１
１
一
　
１
－
一

２
５

１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
↓

１
４
１
■
一
　
　
　
　
１
１
一

５
４

１
一
〇
〇

１
■
・
　
１
■

１
　
　
　
　
４

３

２
２
１
１
一
　
　
　
　
　
　
　
　
１
１
一

１
↓
　
　
　
　
　
１
↓

地
敷
具
銀
緬
公

　
屋
道
子

　
．
財
母

土
家
家
頼
縮
奉

糸

人
し

請
な

担

保

物

件

『
ガ

１
－
（
６

２
５

８

３

１
１
一
　
１
１
一

１

１
２

１
５

２

１
０

２
１

６

２

１
７

８

７
６

１

３
２

１

２

杜
姓
川
脚
明

　
町
　
（
　
星

寺
百
機
飛
不

貸
付

先

Ｌ
ヅ

、
１
－
．

ｏ
〇
一
ｂ

７
１３

１
１
一
　
　
　
１
１
一

４
１

８

２
　
　
　
　
４

１
１
一
　
　
　
１
１
一

１
０９

１
１
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
－
一１

６
１
４

２
１

３

割
割
朱
弐
歩
厘
明

　
　
歩

二
一
九
　
一
四

年
年
年
月
月
日
不

利

急

５６

１
４

１
、
プ
．

２
１
↓

３

ー
ム
　
ー
■

１
３６

１
０
－

２

７
　
　
　
　
１

１

２８
６

１
１
一
　
　
　
１
１
一

１
０

４

３
１
１
１
　
　
　
１
人

２
２

剛
納
貢
銀
金
金

不
年
　
資

凱
作
代
証
業

難
上
小
糸
保
商

借
用
理
由



縮
緬
を
垣
保
に
し
た
も
の
が
六
枚
、
其
の
他
家
財
、
奉
公
、
頼
母
子
、
糸
の
担
保
等
で
機
業
地
帯
利
貸
担
保
の
特
異
性
が
担
保
物
件

に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
、
、

　
次
に
貸
付
先
と
し
て
は
機
屋
、
五
十
二
人
（
町
人
を
含
む
）
、
百
姓
二
十
四
人
、
飛
脚
八
人
、
寺
杜
一
人
で
、
加
悦
谷
縮
緬
機
業
が

如
何
に
零
細
で
あ
り
、
貧
農
の
余
業
と
し
て
経
営
さ
れ
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
利
息
は
殆
ん
ど
記
載
さ
れ

て
お
ら
ず
明
記
さ
れ
た
も
の
か
ら
考
え
て
年
一
割
五
歩
前
後
で
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
、
年
二
割
以
上
の
高
利
は
殆
ん
ど
見
受
げ

ら
れ
な
い
。
藩
貸
の
場
合
は
年
一
割
の
低
利
息
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
貸
付
理
由
は
不
明
六
十
五
枚
、
年
貢
上
納
の
た
め
が
十
四

枚
か
ら
考
え
、
殆
ん
ど
が
経
済
生
活
の
行
詰
り
と
、
年
貢
上
納
の
た
め
に
借
金
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
め
る
。

　
（
１
）
　
加
悦
町
加
悦
杉
本
誠
一
氏
蔵
「
借
用
証
文
之
事
」

　
（
２
）
　
同
　
　
　
　
前
　
　
　
　
　
「
御
年
貢
債
用
証
文
之
事
」

　
内
　
頼
母
子
講
に
よ
る
利
貸
支
配
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
彼
の
豊
富
な
商
業
資
本
・
利
貸
資
本
の
活
躍
は
、
当
時
庶
民
の
金
融
機
関
と
し
て
盛
ん
に
結
成
さ
れ
た
頼
母
子
講
の
参
加
と
な
っ

て
現
わ
れ
、
更
に
そ
の
増
殖
が
行
わ
れ
た
形
跡
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
頼
母
子
講
－
廿
単
に
民
間
の
み
の
も
の
に
限

ら
ず
・
幕
末
に
お
げ
る
貨
幣
経
済
の
進
展
、
殊
に
物
価
騰
貴
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
藩
庫
の
空
乏
に
悩
む
領
主
或
は
家
中
武
士
に
と
っ

て
も
重
要
な
金
融
機
関
で
あ
っ
た
。
こ
の
支
配
階
層
の
強
制
的
結
成
に
ー
よ
る
頼
母
子
講
或
は
積
立
講
に
彼
が
参
加
し
て
い
た
事
に
つ

い
て
は
・
次
の
藩
貸
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
わ
そ
れ
故
こ
こ
で
は
ま
ず
庶
民
結
成
の
頼
母
子
講
へ
の
彼
の
参
加
と
し
て
の
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

々
の
例
証
を
お
げ
る
こ
と
に
す
る
。
た
と
え
ぱ
、
　
「
天
保
六
未
五
月
頼
母
子
帳
」
に
よ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
覚

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
（
四
九
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
（
四
九
二
）

一
、
銀
五
百
匁
也

　
　
此
質
物

　
小
井
根

　
　
上
々
田
壱
反
壱
畝
弐
拾
八
歩
　
　
　
　
長
助
分

　
　
　
高
弐
石
弐
斗
三
升
四
合
三
勺

右
之
銀
子
瞳
二
借
用
申
処
実
正
也
然
ル
上
者
申
年
よ
り
子
年
迄
五
ケ
年
間
壱
ヶ
年
附
百
廿
匁
掛
戻
シ
可
申
侯
万
一
少
し
も
滞
侯
ヘ
ハ
右
之
質
地
請
人
方

へ
引
取
売
払
以
正
銀
無
滞
御
算
用
可
仕
侯
為
後
目
請
人
加
判
依
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
人
丹
波
屋
庄
　
七
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人
丹
波
屋
　
庄
太
良
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
手
米
屋
　
　
元
　
治
　
良
＠

　
京
　
屋
　
　
重
　
兵
　
衛
様

　
中
　
屋
　
　
儀
右
衛
門
様

　
奥
　
屋
　
　
源
　
四
　
郎
様

　
手
米
屋
　
　
元
　
治
　
郎
様

　
丹
波
屋
　
　
才
　
治
　
郎
様

前
書
事
通
致
承
知
侯
　
己
上

加
悦
町
　
庄
屋

同
　
町
　
組
頭

同
　
　
　
断

興
右
衛
門
＠

長
　
兵
　
衛
＠

儀
　
　
　
八
働



●

　
右
の
講
の
覚
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
手
米
屋
元
治
良
は
、
請
人
で
あ
り
、
貸
付
人
で
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
頼
母
子
講
の

利
殖
に
お
い
て
も
彼
の
商
業
・
高
利
貸
資
本
が
活
躍
し
、
時
に
は
土
地
・
家
屋
敷
等
の
不
動
産
を
、
或
る
時
に
は
貨
幣
・
家
財
等
の

動
産
を
集
中
し
、
蓄
積
し
た
こ
と
は
、
全
く
疑
い
を
は
さ
む
余
地
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
次
の
「
例
証
」
は
年
代
は
明
か
で
な
い
が
、
相
当
巨
額
の
頼
母
子
講
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
商
業
資
本
家
を
中
心
に
、
富
豪
の
問
で

結
戎
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
　
弐
拾
人
講
仕
法

一
、
講
会
毎
年
三
月
九
月
両
度
二
相
勤
可
申
事

一
、
年
六
弐
会
宛
拾
ケ
年
に
て
満
尾
之
事

一
、
圃
当
り
儀
振
園
ト
相
定
メ
候
事

一
、
会
毎
懸
戻
し
銀
拾
八
頁
づ
つ
会
席
二
於
而
御
渡
可
申
事

一
、
懸
銀
会
席
へ
御
持
参
可
被
下
候
事

　
　
　
仕
法
左
之
通

一
、
銀
三
百
貫
目
　
　
　
　
　
　
　
　
発
起
人
借
用

　
　
　
但
壱
口
拾
五
頁
目
懸
弐
拾
人
結

弐
会

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掛
戻
し
銀
会
毎
拾
八
頁
づ
つ

一
　
銀
百
頁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
頁
百
匁
づ
つ
　
廿
人

三
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掛
戻
し
銀
会
毎
同
断
付
略
ス

一
、
同
口
貫
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
頁
目
　
空
　
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
頁
九
百
四
十
七
匁
三
分
九
厘
　
十
九
人

　
　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
星
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
（
四
九
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
審
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
（
四
九
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
更
に
慶
応
三
年
卯
九
月
の
「
三
拾
人
講
仕
法
帳
」
が
残
存
し
て
お
り
、
民
問
に
お
げ
る
頼
母
子
講
へ
の
参
加
の
実
情
と
、
そ
の
金

融
及
び
利
殖
に
お
げ
る
彼
の
商
業
・
高
利
貸
資
本
の
活
躍
な
ら
び
に
、
金
力
に
よ
る
一
般
庶
民
の
制
圧
情
況
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
殊
に
景
気
、
不
景
気
の
経
済
情
勢
に
敏
感
な
縮
緬
機
業
地
帯
の
機
業
家
・
貧
農
機
屋
、
糸
・
縮
緬
商
人
に
と
っ
て
、
か
か
る
頼
母

子
講
的
金
融
機
関
は
必
要
か
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
げ
に
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
利
殖
を
は
か
り
、
更
に
は
政
治
的
．
経
済

的
に
そ
の
地
方
に
お
げ
る
民
衆
支
配
の
地
位
を
確
立
す
る
の
は
割
合
容
易
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
１
）
　
加
悦
町
加
悦
杉
本
誠
一
氏
蔵
「
天
保
六
未
五
月
頼
母
子
帳
」

　
（
２
）
　
同
　
　
　
　
前
　
　
　
　
　
「
弐
拾
人
講
仕
法
」

　
（
３
）
　
同
　
　
　
　
前
　
　
　
　
　
「
三
拾
人
講
仕
法
帳
」

向
　
近
郷
に
お
げ
る
村
貸

　
彼
の
強
大
な
る
商
業
・
高
利
貸
資
本
は
、
近
郷
諸
村
の
財
政
と
も
結
び
付
き
、
必
然
的
に
近
郷
に
お
げ
る
彼
の
政
治
的
支
配
力
を

強
化
発
展
せ
し
め
て
い
る
。
次
に
彼
の
近
郷
諸
村
と
の
経
済
的
な
結
び
っ
き
に
っ
い
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

〔
例
証
一
〕

　
　
　
　
（
１
）

　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

一
、
米
五
拾
俵
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
獅
払
米
三
河
内
村
へ

　
　
代
弐
拾
弐
貫
匁

　
　
外
百
六
拾
三
匁
九
厘
　
　
　
　
　
　
　
　
封
　
差

　
　
〆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
外
二
銀
十
弐
貫
六
拾
三
匁
九
厘
　
　
　
　
米
五
拾
俵
代
明
石
村
へ



〆
四
拾
四
貫
三
百
廿
六
匁
壱
分
八
厘

十
二
月
廿
四
日

　
入
　
四
拾
壱
頁
弐
百
匁

右
之
通
御
座
候
　
己
上

　
己
十
二
月

　
　
　
杉
本
元
治
郎
様

〔
例
証
二
〕

　
　
　
　
（
２
）

　
　
　
　
覚

三
月
廿
目

一
、
入
銀
拾
壱
頁
匁

　
　
〃
壱
頁
三
百
弐
拾
匁

四
月
廿
目

　
　
入
同
五
貫
弐
百
匁

　
　
〃
五
百
六
十
壱
匁
六
分

五
月
廿
二
目

　
　
入
同
五
貫
四
百
匁

　
　
〃
五
百
拾
八
匁
四
分

六
月
廿
九
目

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

身
元
者
村

米
百
俵
か
し

金
四
百
拾
弐
両
司
口
所
よ
り

御
下
銀
入

金
百
拾
両

十
ケ
月
分

同
五
拾
弐
両

九
ケ
月
分

同
五
拾
四
匁

八
ケ
月
分

近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）

、
　
　
　
　
　
、

庄
　
屋

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
啓
　
　
　
助

六
三
　
（
匹
九
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
審
・
第
四
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
（
四
九
六
）

　
　
入
同
五
貫
四
百
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
五
拾
四
両

　
　
〃
四
百
五
拾
三
匁
六
分
　
　
・
　
　
　
　
　
七
ケ
月
分

　
　
〆
弐
拾
九
貫
八
百
五
拾
三
匁
六
分

　
　
内
弐
拾
七
頁
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
弐
百
七
拾
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
延
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
上
様
へ

　
引
残
弐
頁
八
百
五
拾
三
匁
六
分
返

　
　
此
金
弐
拾
八
両
弐
歩
ト

　
　
　
銭
三
百
六
十
文

右
之
通
返
済
相
渡
し
申
上
候
御
改
御
請
取
可
被
下
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、

　
　
午
正
月
六
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋
啓
助

　
　
杉
本
元
治
郎
様

「
例
証
一
」
は
、
三
河
内
村
、
明
石
村
へ
各
く
米
五
拾
俵
宛
、
合
計
四
拾
四
貫
三
百
廿
六
匁
壱
分
八
厘
を
貸
付
げ
、
内
四
拾
壱
貫
弐

百
匁
、
此
金
四
百
拾
弐
両
の
入
銀
の
あ
っ
た
こ
と
を
加
悦
町
庄
屋
啓
助
よ
り
杉
本
元
治
郎
へ
宛
て
た
覚
書
で
あ
り
、
「
例
証
二
」
は
、

村
資
金
の
返
済
に
つ
い
て
の
覚
書
で
あ
る
。
村
貸
の
形
式
は
元
治
郎
が
元
金
を
加
悦
町
に
貸
付
、
更
に
加
悦
町
が
他
の
諸
村
に
そ
れ

を
貸
付
た
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
お
「
例
証
二
」
の
「
内
弐
拾
七
貫
匁
（
金
弐
百
七
拾
両
）
、
年
延
か
し
御
上
様
へ
」
よ
り
、

彼
の
藩
貸
の
一
都
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
（
１
）
　
加
院
町
加
悦
杉
本
誠
一
氏
蔵
「
党
」

　
（
２
）
同
　
　
前
　
　
　
「
党
」



（
、

　
　
四
、
御
用
聞
商
人
・
扶
持
商
人
と
し
て
の
藩
貸

　
彼
の
豊
富
な
る
商
業
・
高
利
貸
資
本
は
単
に
近
郷
諸
村
に
と
ど
ま
ら
ず
、
遂
に
は
領
主
の
財
政
に
ま
で
侵
入
し
て
い
っ
た
。
そ
し

て
利
貸
資
本
に
よ
る
領
主
経
済
へ
の
侵
入
は
、
や
が
て
彼
が
政
治
的
特
権
を
得
て
御
用
商
人
に
転
化
し
て
い
く
べ
き
必
然
的
な
径
路

を
準
備
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
即
ち
「
御
用
聞
要
控
」
に
よ
る
と
、
嘉
永
六
年
十
月
三
日
に
彼
は
、
三
人
扶
持
を
も
ら
い
御
用
聞
を
仰
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

「
三
人
扶
持
被
下
拝
御
用
聞
被
仰
付
候
内
談
之
義
有
之
旨
明
後
五
ツ
四
ツ
時
元
〆
所
江
可
被
罷
出
侯
以
上

　
嘉
永
六
年

　
　
　
十
月
．
、
一
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
田
保
有
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
　
沢
　
伝
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
井
　
順
　
平
」

　
か
か
る
宮
津
癬
主
の
優
遇
は
彼
の
強
大
な
る
商
業
資
本
∴
筒
利
貨
資
本
の
前
に
封
建
領
主
が
低
頭
し
て
、
こ
れ
に
依
存
せ
ん
と
す

る
挑
わ
れ
で
あ
っ
た
、
又
彼
、
利
右
衛
門
も
こ
の
藩
の
厚
遇
に
答
え
て
、
単
に
藩
財
政
を
援
助
す
る
た
け
に
止
ま
ら
ず
、
藩
権
力
と

結
合
し
、
そ
の
特
権
を
大
い
に
利
用
し
て
、
益
く
商
業
∴
尚
利
代
賓
本
の
蓄
秋
を
凶
り
、
ほ
大
な
榊
業
資
本
家
た
ら
ん
と
し
て
そ
の

成
長
を
企
図
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、

　
さ
て
前
述
の
「
三
人
扶
持
被
下
井
御
用
被
仰
付
」
ら
れ
た
折
の
一
，
内
談
之
儀
有
之
候
間
明
後
五
ツ
四
ツ
時
元
〆
所
江
可
被
罷
出
候
」

の
中
付
は
潜
貸
御
用
の
仰
付
で
あ
っ
た
。
同
じ
「
御
用
聞
要
控
」
に
、

　
丑
十
月
九
目

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
っ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
（
四
九
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
（
四
九
八
）

一
、
銀
六
頁
五
百
匁

　
　
　
内

　
　
三
頁
弐
百
五
拾
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
来
ル
十
一
月
十
日
納

　
　
着
貫
六
百
廿
五
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
十
一
月
十
日
納

　
　
壱
頁
六
百
廿
五
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
十
一
月
十
目
納

　
右
御
用
被
仰
付
候

　
と
あ
る
如
く
、
藩
主
の
優
遇
と
特
権
附
与
の
裏
に
は
必
ず
藩
の
収
奪
が
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
、

　
「
御
用
儀
有
之
候
間
明
後
五
ヅ
四
ツ
時
麻
上
下
着
胴
御
本
丸
江
可
罷
出
候
以
上

　
安
政
元
年

　
　
　
九
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
〆
　
　
長
津
佐
之
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
藤
村
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
佐
次
兵
衛
」

来
ル
圧
つ
御
用
之
儀
有
之
元
〆
中
よ
り
奉
札
被
出
候
問
御
受
之
義
一
拙
者
共
迄
可
申
出
候
以
上

　
安
政
元
年

　
　
　
九
月
六
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳
元
　
　
松
井
良
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
別
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宅
　
源
　
蔵

　
大
様
御
紋

一
、
金
目
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
下



　
　
　
　
右
者
御
頼
銀
　
三
貫
匁
御
受
の
為

一
、
御
奉
札
前
二
同
断

　
　
安
政
元
年
九
月
廿
五
目
四
ツ
時
御
用

　
小
も
ん
と
大
様
御
紋
付

一
、
り
う
物
絹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
反
被
下

　
　
　
　
右
者
三
頁
目
御
頼
銀
献
金
二
致
侯
為

右
の
如
く
宮
津
藩
へ
の
貸
付
、
或
は
献
金
等
の
功
労
に
対
し
て
は
、
藩
主
か
ら
紋
付
、
上
下
、
羽
織
等
が
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
有
様
で
あ
る
、
一

　
　
　
　
党

一
、
金
千
■
四
拾
両
　
　
　
　
　
　
　
安
政
、
、
年
．
．
、
月

　
　
此
度
推
御
胴
聞
吐
四
人
よ
り
臨
時
御
借
入
高

　
　
　
　
内

　
　
八
灯
四
拾
両
ハ
当
円
月
八
目
納
、
老
人
二
付
金
、
．
．
拾
片
両
宛

　
　
．
、
、
灯
両
の
納
方
之
義
ハ
迫
而
獅
沙
汰
有
之
候
事

右
者
今
般
於
江
戸
表
若
殿
様
被
為
入
候
御
殿
不
被
極
御
造
営
候
半
而
志
難
相
成
候
処
御
同
所
二
而
先
年
外
様
江
御
譲
り
二
相
成
候
御
中
屋
敷
御
買
戻
し

御
用
ひ
之
事
二
相
成
候
右
御
入
用
倫
之
内
無
御
拠
前
書
之
逓
臨
時
御
借
入
被
仰
付
候
目
限
無
相
違
御
帳
元
様
へ
御
納
金
可
被
成
候
此
廻
状
早
々
御
順
達

可
被
成
下
候
以
上

　
　
安
政
二
年
卯
．
一
、
月

　
以
上
の
如
く
、
役
職
な
ら
び
に
特
権
の
附
与
と
引
換
え
に
、
次
か
ら
次
と
藩
貸
の
強
側
が
あ
っ
た
わ
げ
で
あ
る
、
宮
津
藩
で
は
か

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
巌
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
ヒ
　
（
四
九
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
（
五
〇
〇
）

か
る
藩
財
政
の
窮
乏
の
弥
縫
策
と
し
て
、
盛
ん
に
。
町
方
並
御
用
聞
を
任
命
し
、
そ
の
豊
富
な
商
業
・
高
利
貸
資
本
の
借
上
げ
を
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

て
い
る
の
で
お
る
。
即
ち
安
政
二
年
十
月
改
の
町
方
並
御
用
聞
は
次
の
通
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
町
方
並
御
用
聞
に
対
し
て
、

四
辻
村
　
　
坂
根
庄
右
衛
門

後
　
野
　
　
　
六
　
兵
　
衛

弓
ノ
木
　
　
　
　
善
右
衛
門

河
　
守
　
　
　
茂
　
兵
　
衛

多
名
賀
崖
　
　
　
武
左
衛
門

綿
雇
　
　
　
藤
左
衛
門

後
　
野
　
　
　
清
兵
　
衛

丹
　
出
　
　
　
八
郎
兵
衛

網
野
　
　
　
仙
　
　
　
七

弓
ノ
木
　
　
　
市
衛
衛

掛
津
　
　
　
久
　
　
治

河
　
守
　
　
　
　
八
　
員
　
助

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

金
．
．
肝
七
百
六
拾
両

小
田
屋

嶋
ノ
溝
川

綿
　
屋

後
　
野

徳
光
村

浅
茂
川

　
　
　
　
　
岩

　
　
　
　
　
河

　
　
　
　
　
油

　
　
　
　
　
袋

　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
　
力

　
　
　
　
　
〆

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

嗜
人
付
百
廿
両
づ
つ

屋守屋屋か１

与
兵
衛

祐
右
衛
門

友
　
吉
　
邸

禾
「
　
　
　
　
自
＾

勘
兵
　
衛

九
　
兵
　
衛

権
兵
　
衛

又
　
『
　
郎

六
　
兵
　
衛

勘
兵
　
衛

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

利
右
衛
門

此
度
御
頼
五
ケ
年
講
当
一
．
一
月
十
一
目
限
り
掛
金
掛
屋
納
無
遅
滞
可
被
納
候
以
上

　
帆
シ
当
九
月
よ
り
以
後
年
両
度
二
金
満
講
掛
金
一
統
二
可
被
相
納
候

　
安
政
、
、
．
年
二
．
月
七
目

布
の
如
く
領
内
地
方
の
富
豪
二
十
三
名
を
町
方
並
御
用
聞
に
任
命
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
　
　
〆
　
　
所

そ
の
優
遇
と
引
換
え
に
一
人
宛
百
廿
山
く
ｎ
計
二
千
七
百
六



拾
両
の
巨
額
の
金
を
借
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
諸
例
証
に
よ
っ
て
、
御
用
商
人
、
扶
持
商
人
と
し
て
杉
本
利
右
衛
門
の
藩

貸
付
の
情
況
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
（
１
）
　
加
悦
町
加
悦
杉
本
誠
一
氏
蔵
「
御
用
聞
要
控
」

　
（
２
）
　
同
　
　
　
　
前
　
　
　
　
　
　
「
同
　
　
　
控
」

Ｈ
　
調
達
銀
と
し
て
の
藩
貸

　
宮
津
藩
で
は
前
述
の
如
く
、
藩
財
政
窮
乏
の
し
わ
寄
せ
を
貞
租
の
加
重
の
み
な
ら
ず
、
地
方
富
豪
の
上
に
も
種
々
な
る
名
目
で
か

げ
て
来
た
、
、
そ
の
う
ち
の
一
っ
の
例
と
し
て
調
達
銀
が
あ
る
一
瑚
達
銀
は
藩
内
由
目
田
豪
の
藩
貸
で
あ
り
、
貸
付
金
に
・
は
月
一
歩
の
利
子

が
っ
き
年
末
に
返
遠
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
但
し
藩
財
政
の
都
合
に
よ
り
、
そ
の
規
定
通
り
に
金
額
が
返
還
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
か
っ

た
・
又
、
一
年
の
中
途
に
お
け
る
返
還
金
に
対
し
て
は
藩
か
ら
の
貸
付
と
し
て
月
一
歩
の
利
子
が
っ
き
、
極
月
十
二
月
に
勘
定
さ
れ

た
の
で
お
る
。

　
彼
、
利
右
衛
門
が
行
っ
た
領
主
貸
の
実
情
如
何
と
い
う
に
、
几
そ
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
　
　
上
納
断
一

嘉
永
六
丑
十
一
月
十
一
目
納
　
　
　
　
　
　
　
六
六
、
四
が
え

一
、
銀
、
二
貫
弐
、
「
口
斤
拾
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
四
拾
．
二
両
一
分
二
朱

　
　
外
二
四
匁
へ
分
八
厘
（
半
封
外
）
　
　
札
四
百
廿
、
二
匁
斤
分

十
二
月
九
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ｏ
が
え

一
、
銀
．
一
、
頁
弐
パ
〔
斤
拾
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
金
岬
拾
六
両
一
分
二
朱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
札
九
匁
七
分
五
厘

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
、
－
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
（
五
ビ
一
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
（
五
〇
二
）

　
　
　
外
二
四
匁
八
分
八
厘
　
　
　
　
　
　
　
　
半
封

含
銀
六
頁
五
百
匁

　
　
　
銀
九
百
四
十
二
匁
五
分
　
　
　
　
　
　
　
十
四
ケ
月
半

　
　
　
　
月
　
三
十
五
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞍
思
様
頼
母
子

　
　
〆
銀
九
百
七
匁
五
分

　
　
　
　
　
七
〇
が
え

　
　
　
　
　
　
此
金
拾
両
弐
分
三
朱

　
　
　
　
　
　
　
札
十
六
匁
九
分
五
厘

　
　
寅
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
　
済

安
政
元
年
寅
十
二
月
改

一
、
改
銀
六
頁
五
汀
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
替
也

　
　
　
〃
七
百
八
拾
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
月
分

卯
四
月
八
日
納
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
が
え

一
、
銀
弐
頁
四
百
拾
五
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
、
二
拾
五
両
取
替
也

　
　
　
〃
弐
汽
拾
七
匁
三
分
五
厘

　
、
　
、
　
、
　
、
　
＾
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
右
者
若
殿
様
御
中
屋
敷
御
買
被
成
候
二
付
臨
時
御
借
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
さ
ら
に
安
政
年
問
に
お
け
る
彼
の
調
達
銀
に
よ
る
藩
貸
の
「
覚
」
を
次
に
あ
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
寅
年
大
晦
日
の

調
達
銀
拾
壱
貫
五
百
六
拾
匁
と
、
そ
の
十
二
ヶ
月
分
の
利
息
弐
貫
八
拾
匁
の
調
達
に
よ
る
貸
付
金
が
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
未
年

ま
で
の
元
利
を
書
出
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
利
子
は
高
利
で
月
一
歩
五
厘
に
な
っ
て
お
り
、
普
通
の
藩
貸
の
利
子
月
一
歩

●



よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
覚

寅
大
晦
日

一
、
銀
拾
壱
貫
五
百
六
拾
匁
　
　
　
　
　
　
　
調
達
銀

　
　
〃
弐
頁
八
拾
匁
八
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
ニ
ケ
月
分

卯
大
晦
目
改

　
〆
銀
拾
三
貫
六
百
四
拾
匁
八
分

　
　
〃
弐
貫
六
百
五
拾
匁
九
分
六
厘
　
　
　
　
　
十
三
ケ
月
分

辰
大
晦
目
改

　
〆
銀
拾
六
貫
三
百
匁
七
分
六
厘

　
　
〃
弐
頁
九
百
三
拾
四
匁
宅
分
四
厘
　
　
　
　
十
ニ
ケ
月
分

己
大
年
改

　
〆
銀
拾
九
貫
弐
百
三
拾
四
匁
九
分

　
　
〃
二
．
貫
七
〃
五
拾
匁
八
分
　
　
　
　
　
　
　
十
三
ケ
月
分

午
大
晦
目

　
〆
銀
弐
拾
弐
頁
九
■
八
拾
五
匁
七
分

　
　
〃
三
頁
百
三
匁
六
厘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
ケ
月

未
九
月
晦
日
改

　
〆
銀
弐
拾
六
貫
八
拾
八
匁
七
分
六
厘

　
　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
っ
い
て

（
足
立
）

七
（
五
〇
三
）
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Ｈ
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埣
　
寿

ｏ
、
血

べ
泣
山
〕

蛮
薗
輩
購
↓
岨

旨
申
＞
ヨ

雌

血
サ
さ
十

泣
註
｛

諦
望
癖
酔

庫
簿

旨
－
呂
ｏ
．

享
幕轟

ｏ
．
ｏ
べ
○
◎
．
Ｎ
Ｎ

　
　
　
◎

　
　
　
◎



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杉
本
利
右
衛
門

　
右
に
作
製
さ
れ
た
調
達
銀
収
支
表
は
年
問
の
調
達
銀
の
貸
付
金
及
び
返
還
金
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ

と
は
返
遠
金
が
御
払
下
げ
米
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
此
の
場
合
、
彼
は
完
全
に
，
御
用
達
商
人
と
な
り
、
此
の
払
下
げ
の
米

を
う
げ
て
、
近
郷
諸
村
や
近
郷
の
貧
農
、
貧
農
機
屋
、
機
屋
、
町
人
等
に
売
却
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
加
悦
谷
に
お
げ
る
当
時
の
大
商
業
資
本
家
で
あ
り
、
何
れ
も
御
用
聞
商
人
で
あ
っ
た
下
村
五
郎
助
、
中
垣
清
蔵
、
杉
本
利
右

衛
門
の
三
名
が
、
そ
の
調
達
銀
合
計
銀
七
拾
貫
で
も
っ
て
七
拾
三
貫
廿
壱
匁
八
厘
の
払
下
げ
米
弐
百
俵
を
請
坂
っ
て
い
る
文
書
よ
っ

て
調
達
銀
流
算
の
情
況
を
明
ら
か
に
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
下
村
五
郎
助

　
　
　
　
　
　
　
　
杉
本
利
右
衛
門

　
　
中
垣
清
蔵

安
政
元
寅
年
卜
、
一
月

．
、
御
米
弐
パ
〔
俵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
払
米
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
バ
八
拾
五
匁
封
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
二
六
匁
、
一
．
分
八
厘
弐
毛

　
　
代
銀
七
拾
、
一
．
貫
レ
店
匁
へ
厘

同
十
．
．
月
十
．
一
、
目

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

．
、
銀
七
拾
貫
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
．
．
．
人
割
合
調
達
銀

　
　
〃
六
貫
し
’
卜
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掛
雇
済
ヘ
ケ
月
壱
分
弐
利
足

　
残
リ
銀
．
．
、
貫
六
∴
化
拾
八
匁
九
分
弐
厘
　
　
　
惚

　
　
　
．
．
一
ツ
割

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
っ
い
一
、
（
足
立
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
．
一
、
　
（
パ
∴
一
甘
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）

　
　
壱
貫
弐
．
戸
二
拾
弐
匁
九
分
七
厘
宛

　
八
月
五
目

　
　
　
此
金
拾
弐
両
宅
分
冶
朱
ト

　
　
　
銀
拾
壱
匁
九
分
五
厘

　
　
　
　
心
控

一
、
銀
七
拾
壱
貫
三
百
拾
匁
六
厘

　
　
　
内
銀
　
七
拾
貫
目

　
　
　
残
リ
銀
宅
頁
三
百
拾
匁

　
　
　
銀
三
頁
六
百
九
拾
八
匁
九
分
弐
厘

　
　
〆
五
頁
八
匁
九
分
弐
厘

寅
十
二
月

一
、
銀
三
百
六
拾
八
匁

卯
八
月

一
、
銭
百
文

手
前
分
入
済

米
弐
百
俵

御
上
調
達

米
代
不
足

前
書
三
人
割
宛
利
候
徳
銀

全
三
人
徳
銀
也

右
御
礼
入
用
　
三
人

石
川
様
江
三
人
分
礼
割
当
し
済

七
四
　
（
五
ｎ
）
六
）

　
要
す
る
に
幕
末
に
お
げ
る
宮
津
藩
財
政
の
窮
乏
は
遂
に
用
達
商
人
・
特
権
商
人
・
扶
持
商
人
等
の
豊
寓
な
商
業
資
本
・
高
利
貸
資

本
に
救
い
を
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
、
彼
等
に
殊
遇
を
与
え
る
事
に
よ
り
、
種
々
の
名
目
で
巨
額
の
金
を
収
奪
献
金
せ
し
め
た

が
、
な
お
そ
れ
で
も
補
い
得
な
か
っ
た
た
め
、
藩
主
は
寓
豪
か
ら
の
借
り
入
れ
金
を
も
っ
て
、
そ
の
危
機
に
対
処
し
た
の
で
あ
る

そ
の
た
め
領
内
の
町
方
並
御
用
聞
商
人
達
は
多
か
れ
少
な
か
れ
領
主
貧
、
武
土
貨
を
行
っ
た
二
否
、
む
し
ろ
御
上
か
ら
強
制
さ
れ
て

行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



（
１
）

（
２
）

（
３
）

加
悦
町
加
悦
杉
本
誠
一
氏
蔵
「
上
納
控
」

同
前
　
「
．
覚
」

同
　
　
　
　
前
　
　
　
　
　
「
下
村
五
郎
助
・
中
垣
清
蔵
・
杉
本
利
右
衛
門
」

ｅ
　
御
頼
銀
の
上
納

　
前
述
の
調
達
銀
の
場
合
は
、
大
体
利
息
付
で
元
利
が
現
金
或
は
御
払
下
げ
米
に
よ
っ
て
返
還
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
御
頼
銀
の
場

合
は
、
上
納
で
あ
り
、
献
金
で
あ
っ
て
、
藩
側
の
「
御
下
ゲ
」
が
な
い
限
り
、
返
還
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
金
で
あ
る
。
幕
末
に
至
っ

て
、
貨
幣
経
済
発
展
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
外
因
貿
易
に
よ
る
物
価
の
騰
貴
に
堪
え
か
ね
た
領
主
経
済
は
、
領
民
の
困
窮
を
省
み
る
暇

も
な
く
、
そ
の
し
わ
寄
せ
を
種
々
な
名
目
で
も
っ
て
領
民
の
上
に
お
っ
か
ぶ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
領
主
収
奪
の
一
つ
が
御
頼
銀
で

あ
っ
た
。
次
ぎ
に
そ
れ
が
如
何
に
１
し
て
領
民
か
ら
吸
い
上
げ
ら
れ
、
又
如
何
に
巨
額
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
す
と
、
嘉
永
三
年
の

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

御
頼
銀
と
し
て
、
惣
高
千
四
百
貫
、
嘉
永
六
年
は
惣
高
七
千
両
、
安
政
四
年
に
は
千
四
百
貫
に
上
る
巨
額
の
御
頼
銀
が
領
民
の
上
に

加
重
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
加
悦
谷
機
業
地
帯
切
っ
て
の
當
豪
商
人
た
る
彼
に
対
す
な
年
問
の
御
頼
金
額
は
大
体
六
貫

前
後
で
あ
っ
て
、
減
額
或
い
は
「
御
下
げ
渡
し
銀
」
等
を
差
引
く
と
正
味
三
貫
か
ら
五
貫
前
後
ま
で
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
か
る
上

納
献
金
に
対
し
、
領
主
側
は
紋
付
・
さ
か
ず
き
等
の
功
労
下
賜
品
で
も
っ
て
、
そ
の
功
を
賞
揚
し
て
い
る
。
ま
っ
た
く
蝦
で
鯛
を
釣

る
と
い
っ
た
方
式
で
、
献
金
を
強
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
　
　
御
頼
見
付
銀
上
納

嘉
永
三
庚
四
月
御
封
札

一
、
銀
弐
貫
五
百
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
高
　
千
四
百
貫
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
斤
　
（
爪
Ｕ
し
一



　
　
立
命
館
縁
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）

　
内
壱
貫
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
歩
御
減
少

　
善
引
銀
壱
貫
五
百
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
納

　
　
内

　
半
銀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
月
上
納

半
銀
　
　
一
肚
け
讐
上
納
一
年
賦
御
下
ケ
の
事

　
八
百
五
十
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亥
十
二
月
御
下
ケ

　
同
百
五
十
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
十
二
月
御
下
ケ

　
同
三
百
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ケ
年
分
安
政
四
年
七
月
御
頼
銀
に
獅
差
繰

、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

大
様
御
紋
三
ツ
組
盃
被
下

嘉
永
七
年
寅
八
月

一
　
銀
六
貫
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
高
「
川
パ
〔
貫
匁

　
　
内
、
．
一
貫
目
　
　
　
　
　
減
少
　
　
　
　
　
　
　
内

　
養
引
、
二
貫
目
　
　
　
　
　
　
献
金
　
　
　
　
　
　
　
六
∴
貫
匁
　
　
　
　
　
身
元

　
　
し
・
卜
・
ト
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
州
’
貫
　
　
　
　
　
　
　
一
筒
よ
り

　
　
四
ケ
月
分
上
納
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
’
貫
　
　
　
　
　
　
町
方

　
　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
戸
貫
　
　
　
　
　
　
江
州

　
　
大
様
御
紋
付

一
、
伶
恥
鄭
　
　
　
　
伽
下

（
１
）
　
加
悦
町
加
悦
杉
本
誠
．
氏
蔵
「
、
御
頼
銀
上
納
控
」

七
六
　
（
斤
、
Ｊ
八
）



肯
　
　
　
巾

潮
斗
ｃ
。
肯

ミ
　
＠
肯

ミ
　
ベ
肯
鉤
泣

蹄
津
ト
肯

　
　
岬
青

司
樽
■
肯

料
＞
“
舟

料
》
Ｎ
肯

ト
ホ
河
分
い
ト
血

“
誌
斗
肯
り
泣

溺
気
甘
音

ミ
　
Ｎ
肯

ミ
　
ｃ
ｏ
肯

蛮
慧
難
ト
議
蛾
寺
■
↓
翻
串
巌

蛮
　
慧
　
髄

　
　
　
坤
淳

　
］
．
仁
◎
◎
一
◎
◎
◎

　
－

　
メ
８
◎
劃

　
　
　
坤
這

　
ゴ
き
ｏ
．
◎
◎
０

　
Ｈ
正
８
．
８
ｏ

　
－
ｂ
閉
◎
．
ｏ
◎
◎

　
］
１
仁
ｏ
◎
一
〇
〇
〇

　
－　

↓
　
温

　
］
．
ｏ
◎
Ｎ
．
◎
◎
ｏ

　
”

　
Ｈ
◎
◎
９
ｏ
ｏ
ｏ

　
】

　
Ｈ
岬
◎
◎
．
◎
ｏ
ｏ

　
－

　
－
仰
◎
〇
一
◎
◎
ｏ

　
ｕ

　
～
Ｎ
仰
９
ｏ
◎
０

　
Ｎ
ｂ
◎
ｏ
．
◎
◎
ｏ

．
さ
汁
識
「
』

睦
雌
惑

　
　
坤
淳

　
　
Ｎ
．
閉
◎
◎

９
◎
◎
◎

ｏ
．
◎
◎
◎

ｏ
．
８
ｏ

卜
岬
◎
ｏ

９
◎
８

べ
ｏ
．
◎
◎

ｐ
８
◎

９
◎
ｏ
ｏ

９
◎
８

駒
．
８
◎

冨
あ
◎
◎

Ｈ
－
．
８
ｏ

Ｒ
県
ト
壽

　
　
坤
津

　
－
．
岬
◎
◎

　
◎
．
８
◎

　
ｃ
ｏ
．
◎
８

　
ト
ベ
ｇ

　
ｃ
ｏ
．
旨
◎

　
○
ｏ
．
畠
蜆

　
｛
．
り
◎
◎

　
ｏ
ｏ
－
ｏ
◎
◎

　
心
．
Ｎ
０
０

　
ト
Ｎ
Ｏ
Ｏ

　
ｏ
．
の
◎
◎

　
ｃ
ｏ
．
ｓ
◎

　
蜆
．
雪
◎

一
細
墾

　
瑳
　
　
↓
　
　
観
　
　
串

汁
燕
蛮
薄
奪
・
川
》
商
酬
購
↓

汁
燕
婁
薄
専
・
診
瓜
畑
購
↓

昨
、
難
諾
－
同
購
↓

壷
一
薄
奪
・
吠
亨
５
，
昧
・
い
、
監
一

重
諭
肘
奪
・
吠
サ
５
，
昧
・
汀
二

湘
議
薗
華
÷
董

昨
、
欝
テ
奮
・
汁
勲
紛
薄
耳

目

講
銀
に
よ
る
藩
岱

お
よ
そ
我
旧
に
於
げ
る
講
は
古
く
窄
町
時
代
に
於
て
、
始
め
主
と
し
て
礼
寺
参
拝
の
目
的
の
た
め
に
発
生
し
た
が
、
後
に
は
転
じ

　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
統
雌
地
間
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
（
五
〇
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
（
五
一
〇
）

て
金
融
機
関
に
も
亦
講
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ
た
、
之
即
ち
頼
母
子
講
・
無
尽
講
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
，

　
宮
津
藩
で
は
そ
の
財
政
危
機
を
救
わ
ん
と
し
て
盛
ん
に
こ
の
金
融
機
関
と
し
て
の
、
講
の
結
成
を
強
制
し
、
領
景
の
問
に
蓄
積
さ
れ

た
商
業
・
高
利
貸
資
本
を
巧
み
に
利
用
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
講
に
よ
る
藩
財
政
へ
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
み

よ
う
。

　
　
　
ｅ
　
御
稜
金
講
に
つ
い
て

　
幕
末
非
常
の
秋
に
至
っ
て
益
ミ
窮
乏
し
て
行
く
藩
の
財
政
的
危
機
を
救
い
、
火
急
に
備
え
ん
と
し
て
、
領
内
の
御
用
聞
商
人
四
十

名
を
も
っ
て
結
成
せ
し
め
た
も
の
で
、
そ
の
仕
法
を
掲
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
　
　
御
積
金
講
仕
法

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
ハ
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
へ
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

海
防
御
手
当
者
勿
論
近
来
緒
国
不
慮
之
天
災
度
々
育
之
候
二
付
而
一
非
常
之
御
手
当
金
井
二
御
転
屋
被
成
度
思
召
御
手
許
を
始
御
省
略
者
被
極
候
得
共

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

近
来
引
続
重
々
御
物
入
多
御
新
借
も
相
増
候
折
柄
別
段
御
貯
置
可
被
成
御
猶
予
も
無
之
乍
併
此
儀
二
而
一
非
常
御
傭
金
御
出
来
難
も
被
存
万
一
火
急
御

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
＾
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

臨
時
御
出
来
之
節
御
差
支
之
程
も
難
斗
候
而
無
御
拠
斤
ケ
年
之
問
左
の
書
だ
し
通
リ
積
金
講
御
企
可
被
成
候
間
．
同
出
精
い
た
し
速
二
被
懸
候
様
獅
頼

之
事．

、
金
．
．
．
拾
両
づ
つ
　
　
　
ｆ
賀
八
郎
助
　
　
　
　
糸
井
市
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
、
．
上
金
兵
衛
　
　
　
　
、
本
善
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
林
仲
蔵
　
　
小
室
ネ
し

　
　
金
パ
片
前
づ
つ
　
小
室
算
蔵
　
　
小
室
何
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
　
井
　
勘
　
七

　
　
金
｛
弐
両
、
．
分
　
　
　
貞
下
六
郎
右
衛
門
　
　
　
　
矢
谷
善
左
衛
門



佐

［－Ｊ

与
　
平
　
　
　
　
江

１＋ゾ

、
．
、
人

金
拾
両
づ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
根
庄
右
衛
門
　
　
　
石
川
利
三
郎
　
　
　
志
賀
六
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
嶋
由
兵
衛
　
　
山
添
兵
衛
門
　
　
山
中
九
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
津
助
右
衛
門
　
　
　
河
守
叉
四
郎
　
　
　
綿
屋
与
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
荒
木
六
兵
衛
　
　
　
弓
木
市
兵
衛
　
　
　
多
名
賀
屋
善
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
野
清
兵
衛
　
　
　
加
悦
利
右
衛
門
　
　
　
懸
津
久
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
野
出
村
八
郎
兵
衛
　
　
　
河
守
村
　
八
千
助
　
　
　
　
網
　
野
　
仙
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
綿
屋
藤
左
衛
門
　
　
　
　
袋
　
屋
　
勘
　
蔵
　
　
　
　
江
　
州
　
．
二
　
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
合
廿
．
二
人

　
　
右
辰
三
月
五
目
御
談
あ
り
、
御
用
聞
御
仕
法
之
適
人
ケ
年
御
受
仕
候

と
あ
り
、
御
積
金
講
が
藩
主
の
御
用
聞
衆
へ
の
呼
び
か
げ
で
結
成
さ
れ
、
上
か
ら
下
へ
の
強
制
で
出
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ

に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
非
常
の
御
手
当
金
丼
二
御
転
屋
被
成
度
思
召
御
手
許
を
始
め
御
省
略
者
被
極
候
得
共
近
来
引
続
重
々

御
物
入
多
御
新
借
も
相
増
候
折
柄
別
段
御
貯
置
可
被
成
御
猶
予
も
無
之
乍
併
此
慶
二
而
ハ
非
常
御
備
金
御
出
来
難
も
被
存
万
一
火
急

御
臨
時
等
御
出
来
之
せ
つ
御
差
支
之
程
も
難
斗
候
」
と
藩
庫
の
窮
状
を
訴
え
て
お
り
、
今
や
封
建
領
主
と
難
も
町
人
の
金
力
に
頼
ら

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
幕
末
の
経
済
事
情
を
赤
裸
々
に
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
秩
金
講
の
具
体
的
内
存
を
見
る
に
ー
、
お
よ
そ
次
の
如
く
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
　
積
金
年
四
朱
利
付

一
、
金
四
拾
六
両
宿
分
、
二
朱
　
　
　
　
上
御
懸
金

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
間
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
（
灰
一
一
）



一
」」

■

、、、

立
命
館
縦
済
学

同
’
八
十
両

同
七
十
五
両

同
、
■
八
十
両

同
三
百
四
十
五
両

（
第
六
巻
・
第
四
号
）

　
　
　
　
　
御
用
聞
六
人
三
十
両
づ
つ

　
　
　
　
　
同
三
人
廿
五
両
づ
つ

　
　
　
　
　
同
五
人
ト
廿
弐
両
二
分
づ
つ

　
　
　
　
　
　
江
州
三
人

　
　
　
　
　
江
州
．
二
人
井
御
用
聞
廿
人

八
（
）
　
（
五
　
一
）

　
〆
金
八
百
弐
拾
六
両
三
分
三
朱

　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
分
　
上
　
六
人

　
　
　
六
両
三
分
三
朱
　
　
　
　
　
．
二
朱
　
中
十
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
朱
　
並
廿
三
人

　
　
　
　
右
為
会
料
被
下
之
分

　
差
引
金
八
百
弐
拾
両
　
　
　
　
　
　
辰
三
月
元

　
　
　
〃
百
六
拾
四
両
　
　
　
　
　
辰
三
月
よ
り
酉
二
月
迄
万
年

　
右
八
百
廿
両
づ
つ
申
九
月
迄
拾
会

　
〆
八
千
弐
口
両

　
即
ち
毎
年
四
朱
の
利
息
で
八
百
廿
両
ず
っ
年
二
回
五
ヶ
年
問
、
合
計
拾
回
で
八
千
二
百
両
を
秩
立
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
領
主
と
し
て
は
体
の
よ
い
融
資
を
受
げ
、
民
問
富
豪
の
蓄
積
せ
る
資
本
を
藩
庫
空
乏
の
救
済
に
巧
み
に
利
用
し
た
の
で
あ
っ

た
。
さ
て
利
右
衛
門
は
こ
の
稜
金
諦
結
成
の
御
用
聞
商
人
の
一
人
と
し
て
懸
金
拾
五
両
の
中
の
一
人
に
含
ま
れ
て
い
た
。
即
ち
彼
の

　
　
（
３
）

「
懸
金
堂
」
に
よ
る
と
、

　
　
　
手
前
掛
金

笈
政
、
．
．
年
辰
．
．
．
月
片
目



一
、
金
拾
五
両
　
　
　
　
　
掛
屋
納

　
　
七
〇
匁
四
分
が
へ

　
　
　
　
此
銀
壱
頁
五
十
六
匁

　
　
　
　
入
金
毫
分
　
　
　
　
　
　
　
飲
事
料

　
　
　
　
同
　
弐
朱
　
　
　
　
　
　
　
　
同

安
政
三
年
辰
九
月

一
、
金
拾
五
両
　
　
　
同
断

　
　
七
〇
匁
八
分
が
へ

　
　
　
　
代
銀
壱
頁
六
拾
弐
匁

　
　
　
　
入
銀
弐
朱
　
　
　
　
　
　
　
飯
事
料

万
延
元
年
申
九
月

一
、
金
拾
五
両
　
　
　
同
断

　
　
入
弐
朱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
事
料

万
延
元
申
九
月

　
元
金
拾
会
〆
金
百
五
拾
両

　
　
〃
拾
六
両
弐
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
利
　
　
　
足

外
二
金
三
拾
三
両
弐
歩
　
　
　
　
　
　
　
文
久
元
年
酉
三
月
上
納
（
藩
貸
金
）

　
〆
金
弐
百
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
久
元
年
酉
三
月
一
目
改

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て

（
足
立
）

八
　
　
（
五
　
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
（
五
一
四
）

と
な
っ
て
お
り
、
彼
が
領
主
規
定
の
仕
法
通
り
、
積
金
講
に
参
加
し
、
藩
に
対
す
る
磁
資
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
。
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
五
年
後
に
は
元
利
百
六
拾
六
両
弐
分
の
積
立
を
行
い
、
。
同
時
に
こ
れ
を
領
主
に
貸
付
げ
、
藩
財
政
と
緊
密
不
可

分
関
係
の
御
用
商
人
・
扶
持
商
人
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
ｅ
　
四
十
人
講
に
つ
い
。
て

　
幕
末
に
お
け
る
貨
幣
経
済
進
展
の
渦
中
に
あ
っ
て
動
き
の
と
れ
な
く
な
っ
た
藩
財
政
の
危
機
を
突
破
す
る
た
め
、
藩
主
自
ら
が
諸

種
の
名
目
で
講
を
結
成
し
、
領
内
に
蓄
積
さ
れ
た
貨
幣
を
吸
い
上
げ
る
べ
く
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、

次
の
四
十
人
講
も
亦
、
前
述
の
積
金
講
と
全
く
同
じ
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
　
　
四
拾
人
御
講

文
久
弐
戌
九
月
十
一
目

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
御
琳
か
跡
榛
卸
昏
二
而
御
酒
御
膳
金
弐
百
疋
被
下
御
講
御
頼
之
事
御
用
人
様
御
元
〆
様
帳
元
様
御
立
会

　
　
　
　
右
仕
法
書
写

一
・
壱
口
銀
壱
頁
匁
掛
　
四
拾
人
壱
口
壱
ケ
年
壱
会
与
相
定
拾
八
ケ
年
之
間
年
六
二
掛
出
し
、
二
拾
ケ
年
目
満
会
之
節
壱
ロ
ニ
付
銀
弐
拾
貫
目
宛
割
渡

　
し
可
申
候
事

一
・
集
金
銀
半
分
元
〆
所
預
ケ
半
高
座
中
之
内
圃
渡
し
四
本
壱
口
と
定
メ
壱
ケ
年
限
り
預
げ
可
申
候
尤
時
宜
敷
ニ
ヨ
リ
元
〆
下
井
二
連
中
之
内
へ
割
預
ケ

　
可
致
事
　
但
利
足
年
壱
割
之
事

一
、
集
会
之
義
者
十
一
月
十
九
目
定
メ
其
節
掛
銀
持
参
之
事

一
・
集
会
之
節
慶
酒
飯
差
出
し
、
焼
物
料
と
し
て
壱
ロ
ニ
付
金
百
疋
宛
差
出
し
可
申
侯
若
し
不
参
之
者
ハ
別
段
御
膳
料
出
し
不
申
候
間
無
不
参
様
可
致

　
事
　
但
シ
講
会
之
節
焼
物
料
金
弐
百
疋
差
遣
し
可
申
事

一
、
会
毎
二
銀
四
匁
宛
本
園
差
出
し
可
申
候
但
シ
緕
会
之
節
一
左
之
通
り



　
金
五
拾
疋
宛

　
同
十
五
疋
宛

右
之
通
り
に
御
座
侯

文
久
弐
戎
年

以
上

八
本
江

三
拾
弐
本
江

勘
　
定
　
所

元
　
〆
　
所

　
上
用
聞
七
人

　
拝
用
聞
廿
人

右
初
会
庚
月
廿
八
目
酒
見
屋
二
而
御
酒
焼
物
料
弐
百
疋
被
下

　
即
ち
右
の
仕
方
書
に
よ
っ
て
、
結
成
の
趣
意
な
ら
び
に
、
規
定
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
「
御
酒
御
膳
金
弐
拾
疋
被
下

跡
諭
俳
肺
む
卦
」
と
あ
る
よ
う
に
藩
主
の
御
声
が
か
り
で
あ
り
、
藩
主
が
講
の
結
成
を
必
要
と
し
て
そ
れ
を
藩
民
に
強
制
し
て
い
る
。

し
か
し
て
そ
の
場
合
に
酒
宴
な
ら
び
に
金
弐
拾
疋
を
贈
与
し
、
所
謂
御
馳
走
政
災
を
と
っ
て
加
入
を
強
要
し
て
い
る
事
は
注
目
す
べ

き
こ
と
で
あ
っ
て
、
封
建
杜
会
の
鉄
則
た
る
身
分
制
度
崩
壊
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
金
力
の
前
に
は
封
雄
領
主
白
ら
が
低
頭
し
て

依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
幕
末
に
お
げ
る
領
主
経
済
の
危
機
を
窺
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
「
十
八
ケ
年
之
問
年
々
御
銀
壱
貫
匁
づ
つ
掛
出
し
、
弐
十
ケ
年
ロ
ニ
弐
拾
貫
口
御
下
ケ
之
卒
」
と
あ
っ
て
、
毎
年
壱
貫
宛
十
八
年

間
掛
金
の
後
、
二
年
据
置
い
て
、
二
拾
年
目
二
拾
貫
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
種
の
秩
立
貯
蓄
に
似
て
い
る
。
し
か
し
て
此
の
間
に
秋

立
て
ら
れ
た
巨
額
の
金
は
藩
の
財
源
と
し
て
流
用
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
又
但
し
書
に
よ
っ
て
、
そ
の
御
下
ヶ
銀
の
半
分
は

藩
に
預
げ
、
残
り
半
分
は
下
方
預
け
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
四
十
人
講
の
秩
金
は
全
く
落
財
政
弥
縫
を
口
的
と
す
る
献
金
上
納

に
箏
し
い
も
の
で
お
っ
た
。

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
納
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
．
∴
　
（
九
一
五
）



　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）

さ
て
彼
利
右
衛
門
は
こ
の
四
十
人
講
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
　
　
懸
　
金

慶
応
元
丑
十
一
月

一
、
銀
壱
貫
目

　
　
八
十
三
が
へ

　
　
　
入
金
壱
分

寅
十
一
月
五
目
‘

一
、
同
壱
頁
目

　
　
八
○
が
へ

　
　
　
入
金
壱
分

　
　
　
同
札
三
匁

卯
十
一
月
七
日

一
、
同
壱
頁
目

　
　
八
○
が
へ

　
　
　
入
金
壱
分

党

と
い
っ
た
具
合
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
（
圧
一
六
）

明
治
維
新
政
府
に
な
る
ま
で
忠
実
に
掛
金
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
荒
木
六
兵
衛
渡
し

　
　
　
　
　
　
　
　
焼
物
料

　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
廻
り

　
　
　
　
　
　
　
　
焼
物
料

　
　
　
　
　
　
　
　
花
く
じ
二
本
中
り

　
　
　
　
　
　
　
　
石
利
・
中
清
・
手
利
三
人
分

　
　
　
　
　
　
　
　
荒
木
六
兵
衛
廻
り

　
　
　
　
　
　
　
　
膳
料

銀
壱
貫
目
を
持
参
し
て
参
会
す
る
た
び
に
、
膳
料
・
焼
物
料
と
し
て
金
壱
分
宛
貰
い
う
け
、

即
ち

時
に
は
花
く
じ
が



あ
た
っ
て
幾
何
か
の
入
金
が
あ
っ
た
。
し
か
し
て
こ
れ
等
の
金
は
何
れ
も
参
会
意
慾
を
維
持
す
る
手
段
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
更
に
褒
賞
策
を
も
っ
て
、
講
結
成
の
御
用
聞
商
人
等
の
名
誉
欲
を
そ
そ
り
、
不
満
の
起
る
の
を
抑
え
て
い
る
事
実
が
発
見
さ
れ

る
の
で
あ
る
、
一
例
え
ば

文
久
三
年
亥
二
月
十
八
日

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
右
積
山
講
ノ
廉
二
而

一
　
金
壱
両
弐
歩
　
　
　
　
御
紋
付
料
紙
箱
、
硯
箱
料
被
下

と
お
っ
て
、
御
用
聞
達
は
藩
主
か
ら
の
下
賜
品
に
よ
っ
て
積
金
講
へ
の
強
制
参
加
の
不
満
を
抑
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
や
は
り
蝦
で
鯛
を
釣
ら
ん
と
す
る
苦
肉
の
策
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
四
十
人
講
の
満
講
は
明
治
十

二
年
に
当
る
わ
け
で
あ
る
が
、
封
建
杜
会
崩
壊
に
伴
う
宮
津
藩
主
没
落
後
ど
う
な
っ
た
か
に
っ
い
て
は
、
次
の
如
き
口
上
覚
が
明
治

七
年
十
月
、
豊
岡
県
宮
津
支
庁
に
提
出
さ
れ
、
新
政
府
に
よ
る
後
始
末
を
願
出
て
い
る
が
、
そ
の
結
末
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
　
　
　
口
　
上
　
書

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
文
久
二
戊
年
よ
り
慶
応
元
丑
年
迄
四
会
分
記
載
有
之
侯

一
　
積
山
講
通
　
　
壱
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
辰
己
両
年
分
懸
屋
請
取
書
有
之
候

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

右
者
旧
宮
津
藩
会
計
方
御
用
途
二
付
加
入
被
申
付
銀
壱
貫
目
懸
ケ
壱
口
入
講
仕
別
紙
通
帳
之
通
懸
銀
調
達
仕
候
尤
慶
応
三
年
卯
年
翌
明
治
元
年
辰
年
分

懸
雇
江
上
納
仕
候
得
共
請
取
書
紛
失
仕
奉
恐
入
候

新
三
百
人
講
之
儀
者
郷
中
園
数
弐
百
五
十
本
引
請
御
高
割
ヲ
以
テ
調
達
罷
在
候
二
付
小
揃
之
者
共
江
別
段
通
帳
不
被
下
儀
二
御
座
候
間
前
一
書
積
山
講
逓

奉
指
上
候
何
卒
出
格
之
御
憐
慰
ヲ
以
御
採
用
被
成
下
置
候
様
奉
願
上
候
　
以
上

　
明
治
七
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後
国
与
佐
郡
　
後
野
村

　
豊
岡
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杉
本
利
右
衛
門
＠

　
　
宵
津
御
支
庁

　
　
　
近
世
に
お
け
ろ
丹
後
縮
紬
産
地
問
雇
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
っ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
人
　
　
　
一
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
（
五
一
八
）

　
　
　
ｅ
　
七
拾
人
講
に
．
つ
い
て

　
此
の
七
十
人
講
も
前
述
同
様
御
用
聞
商
人
を
中
心
に
藩
の
強
制
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち

一
イ
一
以
廻
状
申
上
侯
然
者
昨
廿
二
呈
〆
御
役
所
一
近
ク
而
御
窟
シ
一
而
右
裂
仕
法
帳
通
り
御
麓
度
襲
結
び
被
仰
付
上
駕
聞
六
人
弐
口
宛

御
用
聞
八
人
壱
口
半
づ
つ
拝
御
用
聞
廿
七
人
壱
口
づ
つ
江
州
御
領
分
御
用
聞
中
　
京
山
本
藤
兵
衛
五
口
、
不
足
之
分
ハ
御
上
様
持
二
相
成
而
日
限
御
沙

汰
有
之
候
間
御
承
知
被
下
御
名
下
二
御
講
印
被
成
阜
々
順
達
可
被
下
侯
右
仕
法
帳
留
り
之
方
よ
り
油
屋
六
兵
衛
へ
此
廼
状
御
戻
し
可
被
下
侯
　
以
上

　
寅
年
正
月
廿
三
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
田
　
与
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綿
屋
与
吉
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
油
屋
六
兵
衛

　
さ
て
こ
の
七
十
人
講
の
仕
法
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
仕
　
　
法

一
・
人
数
七
十
人
立
壱
人
結
出
金
十
両
づ
つ
初
会
金
拾
五
両
づ
つ
二
会
目
よ
り
遣
六
相
減
じ
壱
ケ
年
二
両
度
都
合
拾
八
ケ
年
満
会
之
事

一
、
毎
会
本
○
当
リ
金
四
百
両
渡
ス
事

　
　
右
蘭
当
り
之
方
金
弐
拾
両
づ
つ
満
会
迄
出
金
元
利
済
仕
法
之
事

一
、
会
度
酒
飯
差
出
し
候
事

一
、
初
会
本
固
金
五
拾
疋
づ
つ
四
拾
人
江
渡

一
、
弐
会
目
よ
り
以
後
満
会
迄
花
固
銀
四
匁
づ
つ
四
拾
人
江
渡

　
こ
の
講
は
普
通
の
頼
母
子
講
で
あ
っ
て
、
掛
金
は
廿
六
講
会
よ
り
、
実
が
廿
人
に
な
り
、
掛
金
が
な
く
な
っ
て
、
落
札
者
の
掛
銀

に
よ
っ
て
講
銀
が
賄
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
却
ち



「
廿
五
会
迄
壱
会
懸
金
〆
弐
百
七
拾
壱
両
弐
米
、
右
四
百
裏
シ
金
之
外
満
会
之
節
四
拾
両
宛
七
拾
人
江
相
渡
シ
可
申
事
右
仕
法
之
琴
嚢
無

之
候
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
津
　
一
元
〆
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
産
物
用
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
定
元
山
本
藤
兵
衛

初
会
壱
人
分

一
、
金
弐
百
五
十
疋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
膳
料
．
焼
物
料

一
、
同
弐
百
疋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菓
子
料

　
　
〆

　
　
右
之
外
当
目
酒
飯
差
出
侯
事

不
参
人
へ
右
之
外

一
、
金
百
疋
づ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
飯
料
差
出
侯
事

　
　
弐
会
目
よ
り
満
会
迄
壱
人
分

一
、
金
百
五
拾
疋
づ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
膳
料
焼
物
料

右
之
外
二
当
日
酒
飯
差
出
候
事

　
　
不
参
人
江
右
之
外
二

一
、
金
五
拾
疋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
出
し
候
事
是
は
惣
割
り
成
る
事

　
　
　
　
　
右
仕
法
帳
写

　
こ
の
七
拾
人
講
に
対
し
、
手
米
屋
利
衛
門
の
掛
金
状
態
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
警
つ
い
て
一
足
立
一
　
　
　
　
八
七
一
五
一
九
一



■

　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）

　
　
　
　
手
前
掛
金
控

安
政
元
年
寅
三
月
十
五
目

一
、
金
拾
五
両

　
　
　
入
札
七
拾
匁
八
分
三
厘

寅
九
月

一
、
金
拾
壱
両
壱
分

　
　
　
入
金
壱
歩
弐
朱

卯
三
月

一
、
金
拾
壱
両
ト
四
匁
三
分
壱
厘

　
　
入
札
廿
五
匁
三
分
一
厘

　
　
同
五
十
三
匁
一
分
四
厘

緕
会
懸
屋

御
膳
料
何
角
被
下

初
会

御
膳
料

二
　
会

御
膳
料
本
く
じ
共

金
三
拾
両
ヲ
チ
ワ
リ

八
八
　
（
五
二
〇
）

右
の
如
く
掛
金
を
し
て
元
治
元
甲
子
年
九
月
五
日
に
落
札
し
て
い
る
。

元
治
元
甲
子
九
月
五
日

篶
Ｈ
ギ

　
差
引
三
百
七
拾
弐
両
一
、
一
分
、

二
朱

　
　
　
　
　
　
ド

　
　
Ｔ
　
　
　
ｊ（

石
刀
不
三
員

杉
本
利
右
衛
門

　
落

即
ち



　
　
八
八
が
へ
　
内

　
　
　
百
八
拾
六
両
弐
分
　
　
　
　
　
　
　
手
前
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荒
木
わ
り

と
あ
り
、
以
後
は
掛
ケ
返
し
毎
会
拾
五
両
宛
を
行
い
最
終
会
（
三
十
五
会
）
の
明
治
四
年
ま
で
継
続
し
て
い
る
。

　
　
　
＠
　
三
百
人
講
に
つ
い
て

　
こ
の
三
百
人
講
も
藩
財
政
の
危
機
を
弥
縫
せ
ん
と
し
た
も
の
．
で
、
嘉
永
元
申
年
が
最
初
で
、
そ
の
後
安
政
三
辰
九
月
五
日
に
新
三

百
人
講
、
元
治
弐
丑
壬
五
月
七
目
に
新
々
三
百
人
講
合
計
三
回
に
わ
た
っ
て
三
百
人
講
が
結
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
等
の
前
後
三
回
に
わ
た
る
三
百
人
講
の
う
ち
新
三
百
人
講
（
元
治
弐
丑
壬
五
月
七
目
結
成
）
に
っ
い
て
は
、
明
治
七
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

杉
本
利
右
衛
門
か
ら
、
豊
岡
県
宮
津
支
庁
宛
に
次
の
如
き
「
口
上
書
」
が
提
出
さ
れ
、
後
始
末
を
新
政
府
の
手
で
行
っ
て
貰
い
た
い

と
願
い
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
次
の
如
し
。

　
「
新
三
百
人
講
之
儀
者
郷
中
圃
数
弐
百
五
十
本
引
請
御
高
割
ヲ
以
調
達
罷
在
侯
二
付
小
前
之
者
共
江
別
段
通
帳
不
被
下
儀
二
御
座
候
間
…
…
何
卒
出

　
格
之
御
憐
悪
ヲ
以
御
採
用
被
成
下
置
候
様
奉
願
上
候
　
以
上
」

右
の
口
上
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
三
百
人
講
の
結
成
者
は
一
般
の
領
民
で
あ
り
、
そ
の
持
高
に
応
じ
て
掛
銀
を
引
受
げ
て
い
た

こ
と
、
及
び
通
帳
も
一
般
領
民
の
手
に
な
か
っ
た
事
が
明
か
に
さ
れ
る
と
、
同
時
に
藩
経
済
の
危
機
を
領
民
大
衆
の
上
に
し
わ
寄
せ

し
た
事
が
明
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
経
済
・
殊
に
幕
末
の
物
価
騰
貴
の
渦
中
に
あ
っ
て
そ
の
日
の
生
活
に
苦
悩
す
る
民
衆
の

上
に
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
た
こ
の
三
百
人
講
は
、
宮
津
藩
民
を
塗
炭
の
苦
し
み
に
追
い
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
お
る
。

　
　
　
、
四
　
　
御
家
中
頼
母
子
に
つ
い
て

　
　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
産
地
問
屋
の
利
貸
と
土
地
集
中
形
態
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
（
五
二
こ



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
（
五
二
二
）

　
宮
津
藩
の
幕
末
に
お
け
る
財
政
的
危
機
は
藩
主
は
勿
論
家
中
の
武
士
に
も
及
ん
で
い
た
。
手
米
屋
利
右
衛
門
所
持
の
「
御
用
聞
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嘉
永
七
寅
年
四
月
）
　
　
（
安
政
元
寅
年
）
　
（
安
政
二
卯
年
）
（
安
政
五
年
二

用
、
御
頼
銀
諸
御
講
控
」
の
「
御
家
中
頼
母
子
」
に
記
載
さ
れ
た
も
の
に
は
、
松
本
両
右
衛
門
様
、
鞍
岡
様
、
森
様
、
河
野
半
太
夫

月
）
　
　
（
安
政
六
未
年
）

様
、
関
様
等
、
数
藩
士
の
頼
母
子
講
控
が
あ
り
、
藩
士
も
そ
の
窮
乏
せ
る
家
計
の
危
機
を
切
り
抜
げ
ん
と
し
て
、
自
已
の
勢
力
下
に

あ
る
富
裕
領
民
を
対
象
に
頼
母
子
講
を
盛
ん
に
結
成
し
、
こ
れ
に
よ
る
融
資
を
受
げ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
は
宮
津
藩
に
お
げ
る
領
主
な
ら
び
に
家
中
藩
士
が
種
々
の
頼
母
子
講
を
結
成
す
る
こ
と
よ
っ
て
幕
末
の
危
機
に
臨
ん
だ
藩
財

政
の
建
て
直
し
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
。
そ
の
講
結
成
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
三
百
人
講
の
如
く
、
一
般
領
民
を
含
む
も
の
も
あ

っ
た
が
主
と
し
て
そ
れ
は
御
用
聞
・
扶
持
商
人
の
如
き
大
商
業
資
本
家
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
の
反
面
、
講
結
成
の
一
員
に
強
制
さ
れ

た
こ
れ
ら
の
御
用
聞
・
扶
持
商
人
は
こ
れ
ら
の
講
を
引
請
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
単
に
そ
の
褒
賞
を
得
る
に
止
ま
ら
ず
、
益
く
特
権
商

人
と
し
て
、
領
主
勢
力
と
結
合
し
、
家
業
に
お
げ
る
利
益
を
襲
断
せ
ん
と
企
て
、
ま
す
ま
す
豊
富
な
商
業
資
本
、
高
利
貸
資
本
の
蓄

積
を
図
ら
ん
と
し
た
事
は
想
像
す
る
に
難
く
は
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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以
上
近
世
に
淳
る
丹
後
国
加
悦
谷
縮
緬
機
業
地
帯
に
淳
る
糸
・
縮
緬
産
地
問
屋
杉
本
利
右
衛
門
家
の
文
書
を
中
心
と
し
て
、
彼

の
土
地
集
中
髭
を
分
析
し
・
そ
の
商
業
・
利
貸
資
本
の
蓄
婁
ら
び
に
屈
の
形
態
竈
ら
か
に
し
て
来
た
わ
げ
で
あ
る
が
、
武
陽

隠
士
は
・
富
有
な
る
百
竺
人
荒
ぱ
そ
の
辺
に
墨
の
百
簑
二
十
人
も
三
十
人
も
出
来
る
と
世
事
見
聞
録
で
述
べ
、
莞
立
平

は
勧
農
策
隻
い
て
「
豪
商
と
申
ば
十
ケ
村
に
一
人
か
二
人
に
て
御
座
侯
。
又
借
銀
皐
仕
、
身
上
程
、
に
渡
世
仕
侯
も
の
百
家
の

村
に
十
人
に
は
過
不
申
俸
残
る
九
十
人
は
皆
墨
の
小
民
に
て
御
座
候
一
と
述
べ
農
村
隻
げ
る
貧
富
の
縣
一
隔
の
甚
だ
し
く
な
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
じ
く
勧
農
策
に
は
、
「
在
方
一
統
困
窮
仕
候
内
に
、
問
に
は
富
豪
の
者
為
見
一
候
。
是
は
駕

に
し
て
富
有
に
相
成
候
ぞ
と
申
に
、
耕
作
計
に
身
上
仕
出
し
候
に
て
は
無
御
座
、
多
く
は
酒
、
油
店
商
、
質
屋
等
に
て
御
座
候
。
一
向

無
商
売
の
老
喜
金
貸
し
を
仕
り
、
其
利
息
姦
一
て
手
前
よ
く
相
成
侯
に
て
御
座
候
一
中
略
一
金
貸
ほ
ど
利
分
よ
き
も
の
は
無
御

座
問
々
不
払
者
御
座
候
て
、
損
毛
多
く
御
座
候
得
共
、
利
分
の
方
多
き
事
と
被
存
候
。
又
借
銀
す
る
者
ほ
ど
哀
む
べ
き
事
は
無
御
座

候
・
素
よ
り
不
足
仕
候
ゆ
一
に
借
銀
致
し
候
に
一
割
半
又
は
二
割
等
の
利
息
を
加
一
返
済
仕
候
事
、
如
何
に
し
て
出
来
可
申
哉
、
夫

故
に
家
財
・
山
林
・
又
は
年
貢
安
き
田
婁
ど
は
此
借
銀
利
自
だ
皆
銀
主
一
著
れ
候
様
に
相
成
候
に
付
き
、
富
豪
の
者
の
霧
仕
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侯
田
畠
は
年
貢
安
く
加
徳
御
座
侯
田
地
に
て
御
座
侯
」
と
説
き
、
又
藤
田
幽
谷
の
「
勧
農
或
間
」
に
も
「
富
老
は
益
く
富
、
貧
者
は

益
く
貧
に
、
膏
度
の
地
悉
く
富
豪
の
た
め
に
吸
と
ら
れ
」
且
っ
「
富
者
は
地
日
々
に
益
と
も
高
は
ふ
え
ず
、
貧
者
は
地
を
ぱ
目
々
に

削
ら
る
れ
ど
そ
れ
だ
げ
の
高
は
減
ぜ
ず
」
と
述
べ
、
富
豪
の
利
貸
と
土
地
の
兼
併
集
中
に
つ
い
て
の
実
情
を
訴
え
、
封
建
的
農
村
統

治
の
原
則
た
る
標
準
的
平
均
的
自
営
農
民
の
維
持
政
策
が
今
や
崩
壌
し
、
農
村
の
窮
乏
が
深
化
し
、
農
民
層
に
変
化
と
動
揺
を
来
た

し
、
封
建
体
制
崩
壌
の
危
機
に
対
し
て
深
刻
な
る
警
告
を
発
し
て
い
る
が
、
丹
後
国
加
悦
谷
機
業
地
帯
の
農
村
経
済
も
全
く
そ
の
通

り
で
あ
っ
て
、
近
世
に
お
げ
る
糸
・
縮
緬
の
産
地
問
屋
で
あ
り
、
地
方
切
っ
て
の
豪
商
で
あ
っ
た
杉
本
利
右
衛
門
家
の
豊
富
な
る
商

業
・
高
利
貸
資
本
も
逐
次
近
郷
諸
村
の
土
地
を
兼
併
集
中
し
、
次
第
に
そ
の
政
治
的
、
経
済
的
権
勢
を
高
め
、
遂
に
は
巨
大
な
る
商

業
・
高
利
貸
資
本
家
と
し
て
周
囲
の
農
工
民
の
上
に
君
臨
し
、
支
配
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
彼
の
商
業
・
高
利
貸
資
本
の
威
力
は
次
第
に
町
人
た
る
彼
の
杜
会
的
地
位
を
た
か
め
、
身
分
制
に
基
ず
く
階
級
の
混
溝
を
招

来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
藩
貸
或
は
藩
献
金
の
功
労
に
よ
っ
て
宮
津
藩
の
御
用
聞
次
の
役
を
仰
付
げ
ら
れ
、
扶
持
商

人
に
坂
立
て
ら
れ
、
か
っ
て
は
無
用
の
階
級
と
考
え
、
最
も
軽
蔑
さ
れ
た
商
人
階
級
た
り
し
彼
は
、
今
や
宮
津
藩
主
を
は
じ
め
家
中

藩
士
存
在
の
た
め
に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
有
用
階
級
と
し
て
隠
然
た
る
勢
力
を
も
ち
特
権
的
商
人
と
し
て
そ
の
強
大
さ
を
誇
る
に
至

っ
て
い
る
の
で
あ
る
コ
逆
に
武
士
支
配
階
層
と
し
て
の
宮
津
藩
主
以
下
家
中
藩
士
に
至
る
ま
で
彼
の
商
業
・
高
利
貸
資
本
の
前
に
低

頭
し
制
圧
さ
れ
る
に
至
り
、
次
第
に
武
士
・
支
配
者
と
し
て
の
権
威
を
失
墜
し
、
彼
等
白
ら
が
封
建
杜
会
体
制
崩
壊
を
方
向
ず
げ
て

い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
一
、
塵
塚
談
」
に
「
武
家
は
人
を
治
め
、
商
人
は
治
め
ら
る
る
法
な
る
に
、
今
は
町
人
が
人
を
治
む
る
世
の

ご
と
し
■
一
と
い
っ
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
領
主
及
び
式
士
牒
級
は
、
表
面
の
地
位
の
み
高
く
し
て
実
力
こ
れ
に
伴
わ
ず
、
支
妃
陪
級

者
と
し
て
の
権
力
は
次
第
に
経
済
的
勢
力
を
把
握
し
た
か
か
る
藺
人
の
手
に
墜
ち
て
い
っ
た
の
で
お
っ
て
、
宮
津
藩
に
お
け
る
幕
潜



体
制
の
解
体
は
最
早
い
か
ん
と
も
な
し
得
な
い
実
情
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
つ
殊
に
、
幕
末
非
常
の
秋
に
当
っ
て
「
海
防
御
手
当

老
勿
論
近
来
諸
国
不
慮
之
天
災
度
々
有
之
侯
二
付
而
一
非
常
之
御
手
当
金
拝
二
御
転
屋
被
成
度
思
召
御
手
許
を
始
御
省
略
者
被
極
候
得

共
近
年
重
々
御
物
入
多
御
新
借
も
相
増
侯
折
柄
別
段
御
貯
置
可
被
成
御
猶
予
も
無
之
乍
併
此
儘
二
而
一
非
常
御
傭
金
御
出
来
難
も
被
存

万
一
火
急
御
臨
御
出
来
之
節
御
差
支
程
も
難
斗
侯
…
…
」
と
藩
庫
の
空
乏
を
領
内
の
豪
商
に
訴
え
、
積
金
講
へ
の
参
加
を
強
要
し
、

依
頼
す
る
に
至
っ
て
は
、
士
農
工
商
の
封
建
杜
会
に
お
げ
る
身
分
的
鉄
則
を
藩
主
自
ら
が
破
壌
し
、
封
建
領
主
の
商
業
資
本
に
対
す

る
屈
服
を
如
実
に
曝
げ
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
宮
津
藩
に
お
げ
る
封
建
杜
会
の
崩
壊
と
資
本
主
義
杜
会
へ
の
移
行
過
程
に
お
け
る

商
業
資
本
の
果
し
て
い
る
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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縮
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土
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集
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足
立
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